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一

は

じ

め

に

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
一
四
時
四
六
分
に
日
本
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
の
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
は
一
五
時
三
七
分
ご
ろ
津
波
に
襲
わ
れ
た
。
被
災
に
よ
り
全
交
流
電
源
を
喪
失
し
三
月
一
一
日
か
ら
一
三
日
に
か
け
て
第
一
〜

三
号
機
の
炉
心
が
損
傷
、
一
二
日
一
五
時
三
六
分
か
ら
一
五
日
六
時
一
〇
分
ご
ろ
に
か
け
て
第
一
・
三
・
四
号
機
が
水
素
爆
発
を
起
こ

し
、
大
量
の
放
射
性
物
質
が
施
設
外
に
放
出
さ
れ
た
。
二
〇
一
一
年
四
月
二
二
日
零
時
に
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
二
〇
条

三
項
・
二
八
条
二
項
・
災
害
対
策
基
本
法
六
三
条
一
項
に
基
づ
き
、
立
地
自
治
体
で
あ
る
双
葉
町
は
「
警
戒
区
域｣

に
立
地
隣
接
す
る

自
治
体
で
あ
る
浪
江
町
と
富
岡
町
は
「
帰
宅
困
難
地
域
」
に
指
定
さ
れ
た

(

�)

。

こ
の
う
ち
、
双
葉
町
に
は
、
二
〇
一
三
年
五
月
二
八
日
零
時
に
「
警
戒
区
域
」
の
指
定
を
解
除
さ
れ
、｢

帰
宅
困
難
区
域
」
及
び

「
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
」
に
再
編
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
実
に
放
射
線
量
が
下
が
る
こ
と
に
よ
り
、
町
の
全
面
積
の
九
六
％
に
及

ぶ
帰
宅
困
難
区
域
指
定
が
解
除
さ
れ
、
住
民
が
帰
宅
で
き
る
目
途
は
た
っ
て
い
な
い

(

�)

。

確
か
に
、
原
子
力
・
火
力
・
水
力
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ど
の
選
択
を
し
て
も
、
通
常
運
転
か
ら
生
じ
る
環
境
影
響
は
も
ち
ろ

松

本

充

郎

原
子
力
リ
ス
ク
規
制
の
現
状
と
課
題
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ん
の
こ
と
、
地
震
・
津
波
等
の
災
害
リ
ス
ク
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
産
業
競
争
力
の
観
点
か
ら
、
低
コ
ス
ト

な
電
力
の
安
定
供
給
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
今
回
の
事
故
を
受
け
て
原
子
力
発
電
所
が
停
止
さ
れ
た
後
、
電
力
料
金
が
急
騰
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
原
子
力
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
。
し
か
し
、
冒
頭
で
述
べ
た
放
射
線
に
よ
る
汚
染
と
住
民

の
避
難
が
続
い
て
い
る
ほ
か
、
二
〇
一
二
年
四
月
二
七
日
の
段
階
で
二
・
五
兆
円
、
二
〇
一
三
年
六
月
六
日
の
段
階
で
三
・
九
兆
円
を

超
え
る
賠
償
請
求
が
行
わ
れ
て
い
る
（
除
染
費
用
は
除
く

(

�))

。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み
、
日
本
国
は
、
こ
の
経
験
か
ら
何
を
学
ぶ
べ

き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
教
訓
は
、
今
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
政
策
や
環
境
法
政
策
に
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か

(

�)

。

本
稿
で
は
、
行
政
法
・
環
境
法
の
観
点
か
ら
、
原
子
力
規
制
の
今
後
の
在
り
方
つ
い
て
、
次
の
手
順
で
議
論
す
る
。
ま
ず
、
震
災
後

の
事
故
の
原
因
が
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
か
を
明
確
に
し

(

二)

、
次
に
、
リ
ス
ク
管
理
に
お
け
る
条
理
と
し
て
の
未
然
防
止

原
則
と
予
防
原
則
、
さ
ら
に
災
害
法
に
お
け
る
「
準
備
と
緊
急
時
の
反
応
」
に
つ
い
て
検
討
す
る

(

三)

。
そ
し
て
、
事
故
以
前
の
日

本
の
原
子
力
法
制
お
よ
び
裁
判
例
の
全
体
像
を
概
観
す
る

(

四)

。
さ
ら
に
、
事
故
後
の
対
応
と
二
〇
一
二
年
六
月
の
原
子
力
関
連
法

制
改
革
の
到
達
点
と
課
題
に
つ
い
て
検
討
し

(
五)
、
最
後
に
、
今
後
の
原
子
力
リ
ス
ク
規
制
の
展
望
を
探
る

(

六)

。

二

三
・
一
一
の
事
故
原
因
は
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
か
？

１

事
故
の
原
因

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
地
震
の
福
島
第
一
発
電
所
に
お
け
る
震
度
は
六
強
で

(

最
大
加
速
度
は
二
号
機
の
五
五
〇
ガ

ル)

、
波
高
計
が
示
し
た
津
波
の
高
さ
は
一
一
・
五
〜
一
五
ｍ
で
あ
っ
た

(
局
所
的
に
は
一
七
ｍ)

。
緊
急
時
の
安
全
確
保
の
手
順
は

「
止
め
る
・
冷
や
す
・
閉
じ
込
め
る
」
と
い
わ
れ
る
。
福
島
第
一
発
電
所
で
は
、
稼
働
中
の
原
子
炉
は
停
止
し
た
も
の
の
、
電
源
喪
失

に
よ
っ
て
崩
壊
熱
の
除
去

(

冷
や
す
）
に
失
敗
し
た
。
一
・
三
号
機
で
は
炉
心
損
傷
と
水
素
爆
発
が
発
生
し

(

一
号
機
で
は
非
常
用
復

論 説
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水
器
が
一
度
起
動
し
た
が
フ
ェ
ー
ル
セ
ー
フ
機
能
に
よ
り
自
動
停
止
・
三
号
機
で
は
高
圧
注
水
器
を
誤
っ
て
手
動
で
止
め
た)

、
二
号

機
で
は
原
子
炉
隔
離
次
冷
却
系
停
止
後
、
海
水
の
注
入
が
進
ま
な
か
っ
た
た
め
炉
心
損
傷
お
よ
び
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
し
、
定
期

点
検
中
で
あ
っ
た
四
号
機
で
は
水
素
爆
発
が
発
生
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
子
炉
か
ら
大
量
の
放
射
線
が
放
出
さ
れ
た

(

�)

。

は
っ
き
り
し
て
い
る
点
は
放
射
線
放
出
の
原
因
と
な
っ
た
一
号
機
〜
四
号
機
の
炉
心
損
傷
や
水
素
爆
発
の
原
因
が
、
冷
却
機
能
の
喪

失
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
原
因
は
全
電
源
喪
失

(
statio

n
b

lack
o

u
t,

S
B

O
)

に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
電

源
喪
失
の
原
因
に
つ
い
て
、
近
隣
の
福
島
第
二
・
女
川
で
は
全
て
の
電
源
は
喪
失
し
な
か
っ
た
か
ら
、
津
波
が
大
き
な
原
因
で
あ
る
と

い
う
見
解
は
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、
全
電
源
喪
失
の
原
因
と
緊
急
時
迅
速
放
射
能
影
響
予
測
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
（S

P
E

E
D

I

）
の
有
効
性
に
つ
い
て
事
故
調
査
委
員
会
の
見
解
は
対
立
し
て
い
る

(

特
に
東
電
事
故
調
と
国
会
事
故
調

(

�))

。

ま
ず
、
津
波
説
に
対
す
る
疑
問
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
津
波
の
到
達
時
間
は
第
一
波
が
一
五
時
二
七
分
、
第
二

波
が
一
五
時
三
五
分
で
、
全
電
源
喪
失
発
生
は
一
五
時
三
七
分
で
あ
る
。
波
高
計
は
海
岸
線
に
あ
り
、
一
・
五
㎞
先
の
原
子
炉
に
一
〜

二
分
の
間
に
到
達
で
き
る
か
ど
う
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
一
号
機
Ａ
に
つ
い
て
地
震
動
に
よ
っ
て
全
交
流
電
源
喪
失
が
起
き

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
少
量
の
冷
却
材
が
徐
々
に
漏
出
し
た
た
め
に

(
sm

all
b

re
ak

L
O

C
A

,
lo

ss
o

f
co

o
lan

ts
acci-

d
e

n
t)

、
一
号
機
の
Ｓ
Ｒ
弁
が
作
動
せ
ず
、
格
納
容
器
の
破
損
を
招
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

ま
た
、
水
素
爆
発
の
際
に
、
大
気
中
に
放
射
性
物
質
が
大
量
に
放
出
さ
れ
た

(

�)

。
そ
し
て
、S

P
E

E
D

I

の
情
報
公
開
が
遅
れ
た
が
、
情

報
の
信
頼
性
に
つ
い
て
評
価
は
分
か
れ
、
避
難
に
有
効
か
ど
う
か
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
四
月
四
日
一
九
時
三
分
に
は
放
射

性
物
質
を
含
ん
だ
汚
染
水
が
海
に
放
出
さ
れ
、
近
隣
諸
国
へ
の
通
報
は
放
出
開
始
後
に
行
わ
れ
た

(

�)

。

結
論
と
し
て
、
事
故
現
場
付
近
で
は
高
レ
ベ
ル
の
放
射
線
が
放
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
原
因
に
つ
い
て
物
的
検
証
が
で
き
ず
、
事
故

原
因
が
地
震
の
揺
れ
か
津
波
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。「
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
」
は
原
子
力
工
学
の
専
門
家
及
び
電
力
会
社
に
と
っ

原子力リスク規制の現状と課題



(阪大法学) 63 (5 60) 1456 [2014.1]

て
想
定
外
と
い
い
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
三
月
一
一
日
の
地
震
を
契
機
と
し
て
一
般
に
有
名
に
な
っ

た
貞
観
地
震
の
揺
れ
や
津
波
が
同
程
度
の
規
模
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
津
波
の
這
い
上
が
り
高
は
概
ね
明
治
三
陸
沖
地
震
程

度
で
あ
る

(

�)

。
ま
た
、
全
電
源
喪
失
と
い
う
事
態
も
「
発
電
用
軽
水
炉
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
安
全
設
計
審
査
指
針
」
に
お
い
て
可
能
性

が
否
定
さ
れ
て
い
た

(

�)

。

政
権
交
代
や
経
営
者
交
代
の
サ
イ
ク
ル
を
考
え
る
と
「
想
定
外
」
ま
た
は
「
想
定
し
た
く
な
い
」
か
も
し
れ
な
い
が
、
原
子
力
発
電

所
の
数
か
ら
み
る
と
、
二
〇
〇
六
年
三
月
の
段
階
で
、
一
八
発
電
所
で
五
五
基
の
原
子
力
発
電
所
が
稼
働
し
て
い
た

(

�)

。
今
回
と
同
程
度

の
地
震
が
千
年
に
一
度
起
き
、
一
八
発
電
所
が
独
立
に
地
震
を
経
験
す
る
と
仮
定
す
る
と
、
一
発
電
所
あ
た
り
約
五
〇
年
に
一
回
は
こ

の
衝
撃
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
処
分
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン

(

一
万
年
単
位)

・
商
業
用
原

子
力
発
電
所
の
稼
働
期
間

(

法
令
上
四
〇
年
〜
六
〇
年)

・
廃
炉
ま
で
の
期
間

(

三
〇
〜
四
〇
年
以
上)

を
考
え
る
と
、
地
層
が
不
安

定
な
日
本
に
お
い
て
「
想
定
外
」｢

想
定
し
た
く
な
い
」
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。

２

期
待
損
害
額
と
現
実
の
損
害

総
合
特
別
事
業
計
画
に
お
い
て
、
機
構
は
既
に
五
兆
円
の
国
債
の
交
付
を
受
け
、
五
兆
円
の
政
府
保
証
枠
が
設
定
さ
れ
た
。
冒
頭
で

述
べ
た
よ
う
に
、
既
に
三
・
九
兆
円
に
上
る
賠
償
請
求
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
今
後
、
請
求
額
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
除

染
費
用
と
し
て
五
兆
円
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
合
計
一
〇
兆
円
を
超
え
る
と
み
ら
れ
る

(

積
算
根
拠
は
示
さ
れ
て
い

な
い
が
五
〇
兆
円
に
上
る
と
の
見
解
も
あ
る

(

�))

。
期
待
損
害
額
は
、
一
〇
兆
円
×(

1
/1

0
0

0)

×2
2
=

二
千
二
百
億
円
／
年
（
二
〇
〇
六

年
の
原
子
力
安
全
委
員
会
の
目
標
値

[

注(

�)]

を
ベ
ー
ス
に
す
る
と
一
〇
兆
円
×(

1
/1

0

万)

×2
2
=

二
二
億
円
／
年
）
で
あ
る
。

し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、「
震
災
関
連
死｣

・
避
難
者
の
肉
体
的
・
経
済
的
・
精
神
的
負
担
・
原
発
作
業
員
の
健
康
被
害
な
ど
の

現
実
の
損
害
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
放
射
性
物
質
に
よ
る
周
辺
地
域
の
汚
染
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
人
命
中
心
に
議
論
す

論 説
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る)

。
復
興
庁
の
発
表
に
よ
る
と
震
災
関
連
死
の
死
者
数
は
二
〇
一
三
年
三
月
三
一
日
現
在
で
二
六
八
八
人
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、

福
島
県
が
（
一
三
八
三
人)

・
宮
城
県
（
八
六
二
人)

・
岩
手
県
（
三
八
九
人
）
な
ど
で
あ
る
が
、
福
島
県
の
人
数
が
突
出
し
て
い
る
。

内
訳
を
み
る
と
、
南
相
馬
市
（
四
〇
六
人)

・
浪
江
町
（
二
五
六
人)

・
富
岡
町
（
一
六
〇
人)

・
双
葉
町
（
九
三
人)

・
大
熊
町
（
八
一

人)

・
楢
葉
町
（
八
〇
人)

・
川
内
村
（
五
〇
人
）
な
ど
半
径
二
〇
㎞
圏
内
の
自
治
体
と
放
射
性
物
質
が
飛
散
し
た
自
治
体
で
あ
る
飯
館

村
（
四
二
人
）
と
い
う
数
字
が
際
立
っ
て
い
る

(

�)

。
と
り
わ
け
、
福
島
第
一
原
発
の
二
〇
㎞
圏
内
に
あ
る
病
院
・
介
護
施
設
に
お
い
て
、

避
難
先
と
交
通
手
段
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
合
計
六
〇
人
が
亡
く
な
っ
た

(

双
葉
病
院
の
過
酷
な
避
難
が
典
型
で
あ
る

(

�))

。
ま

た
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
に
お
け
る
強
制
的
な
避
難
措
置
の
結
果
、
避
難
し
た
住
民
の
平
均
寿
命
が
同
地
区
の
避
難
し
な
か
っ

た
住
民
に
比
べ
て
七
年
短
か
っ
た
と
の
研
究
が
あ
る

(

�)

。

そ
し
て
、
事
故
後
の
対
応
に
あ
た
っ
た
ま
た
は
現
在
も
あ
た
っ
て
い
る
作
業
員
の
累
積
被
曝
線
量
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
で
許
容
さ

れ
た
元
来
の
そ
れ
（
五
年
間
で
一
〇
〇
ｍ
Ｓ
ｖ
）
を
大
幅
に
超
え
て
お
り
、
三
月
一
四
日
に
は
緊
急
時
の
線
量
限
度
を
二
五
〇
ｍ
Ｓ
ｖ

に
引
き
上
げ
た
が
、
直
後
の
作
業
に
あ
た
っ
た
作
業
員
の
う
ち
三
名
が
緊
急
時
の
線
量
限
度
を
超
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

日
本
に
お
い
て
、
地
震
が
来
る
こ
と
は
概
括
的
に
わ
か
っ
て
い
る
が
、
ど
の
程
度
の
頻
度
で
ど
の
程
度
の
大
き
さ
の
も
の
が
発
生
す

る
か
は
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
既
往
の
最
大
規
模
の
地
震
か
ら
予
知
・
予
測
を
行
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
背
景
に
は
、
地
震
予
知
と
い

う
営
為
の
困
難
さ
が
あ
る
。
学
会
の
主
流
は
線
系
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
が
、
複
雑
系
説
も
根
強
い

(

�)

。
線
形
モ
デ
ル
が
正
し
け
れ
ば
確
率

は
あ
る
程
度
予
測
で
き
る
が
、
複
雑
系
モ
デ
ル
が
正
し
い
場
合
に
は
確
率
分
布
さ
え
分
か
ら
な
い
。

総
括
す
る
と
、
科
学
的
な
定
量
化
志
向
に
基
づ
く
予
知
・
予
測
を
捨
て
去
る
こ
と
な
く
、
地
震
・
津
波
の
複
合
災
害
や
放
射
性
物
質

の
外
部
へ
の
漏
え
い
な
ど
想
定
し
た
く
な
い
危
険
を
直
視
し
、
施
設
の
安
全
基
準
だ
け
で
は
な
く
、
危
険
へ
の
「
準
備
と
緊
急
時
の
反

応
」
に
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
（
後
掲
三
３)

。

原子力リスク規制の現状と課題
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１

条
理
と
し
て
の
未
然
防
止
原
則
と
予
防
原
則
と
論
理
的
正
当
性

（
立
憲
主
義
社
会
に
お
い
て
）
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
る
。
あ
る
活
動
が
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
、

法
律
の
根
拠
や
報
償
責
任
な
ど
の
根
拠
が
あ
っ
て
初
め
て
そ
の
活
動
を
抑
制
し
た
り
禁
止
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
望
ま
し
く
な

い
結
果
と
原
因
と
な
る
活
動
と
の
間
の
因
果
関
係
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
政
府
や
法
は
市
民
の
活
動
に
介
入
で
き
な
い
の
が
大
原
則

で
あ
る
。

通
常
の
統
治
活
動
に
お
い
て
、
統
治
者
は
、
ま
ず
、
社
会
全
体
の
期
待
効
用
（
期
待
純
利
得
）
の
最
大
化
を
は
か
る

(

�)

。
次
に
、
人
権

や
重
大
な
利
益
に
影
響
が
出
る
場
合
に
は
、
法
律
に
よ
り
活
動
を
禁
止
す
る
か
、
活
動
を
許
容
し
つ
つ
損
失
補
償
を
行
う
か
の
い
ず
れ

か
を
選
択
す
る
。
活
動
か
ら
一
定
限
度
以
上
の
悪
影
響
が
予
見
さ
れ
る
場
合
、
法
律
に
基
づ
く
規
制
に
よ
り
悪
影
響
を
除
去
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

予
防
原
則
の
論
理
的
正
当
性

し
か
し
、
有
益
な
活
動
の
多
く
に
つ
い
て
、
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
る
活
動
と
の
因
果
関
係
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
そ
こ
で
、「
あ
る
活
動
と
予
見
さ
れ
る
侵
害
と
の
因
果
関
係
が
不
確
実
で
は
あ
る
が
、
重
大
ま
た
は
不
可
逆
的
な
損
害
が
予
見

さ
れ
る
場
合
に
は
、
社
会
全
体
で
リ
ス
ク
回
避
的
な
選
択
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
主
張
の
妥
当
性
が
争
わ
れ
る
。
期
待
効

用
（
期
待
純
利
得
）
最
大
化
は
繰
り
返
し
が
可
能
で
あ
り
、
予
見
さ
れ
る
効
用
（
利
得
・
損
失
）
と
そ
の
確
率
分
布
が
明
ら
か
な
場
合

に
初
め
て
妥
当
す
る
か
ら
、
因
果
関
係
に
関
す
る
予
測
が
無
根
拠
で
は
な
く
「
重
大
ま
た
は
不
可
逆
的
な
損
害
が
予
見
さ
れ
る
場
合
」

論 説

三

統
治
活
動
に
お
け
る
条
理
と
し
て
の
未
然
防
止
原
則
と
予
防
原
則
、
そ
し
て
、

準
備
と
緊
急
時
の
反
応



(阪大法学) 63 (5 63) 1459 [2014.1]

に
原
因
活
動
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
（
予
防
原
則
。
条
件
付
き
な
の
で
、
原
則
と
い
う
表
現
が
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
で
あ
れ
ば
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
べ
ば
よ
い)

。
生
起
確
率
が
極
め
て
小
さ
い
場
合
で
も
（
残
余
リ
ス
ク)

、
予
見
さ
れ
る
事
故

の
規
模
が
大
き
い
場
合
に
は
、
因
果
関
係
が
不
確
実
で
あ
っ
て
も
法
律
に
よ
る
事
前
規
制
が
正
当
化
さ
れ
る
。

リ
ス
ク
に
対
す
る
社
会
的
な
対
応
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
影
響
評
価)

・
リ
ス
ク
管
理
・
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か

ら
な
る

(

�)

。(
繰
り
返
し
に
な
る
が
）
リ
ス
ク
評
価
を
し
た
結
果
、
管
理
方
法
が
科
学
的
技
術
的
に
決
定
で
き
る
場
合
に
は
、
期
待
値
計

算
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
リ
ス
ク
評
価
を
し
て
い
な
い
ま
た
は
リ
ス
ク
評
価
を
し
た
が
不
確
実
性
が
残
っ
て
い
る
段
階
で
は
、
期
待

値
計
算
が
成
り
立
た
な
い
。
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
訴
訟
段
階
で
も
っ
と
も
大
き
な
争
点
と
な
る
の
は
、
不
明
な
部
分
の
証
明
責
任
の

転
換
・
軽
減
を
受
容
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

ま
た
、
放
射
線
の
健
康
リ
ス
ク
や
発
が
ん
リ
ス
ク
に
は
、
安
全
と
危
険
の
間
に
は
っ
き
り
し
た
境
目
は
な
い
（
閾
値
な
し)

。
さ
ら

に
、
リ
ス
ク
管
理
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
に
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
あ
り
、
代
替
案
の
選
択
が
重
要
で
あ
り
、
費
用
効
果
性
分
析
は
明
ら
か

に
費
用
対
効
果
が
低
い
案
件
を
拒
否
す
る
際
に
の
み
使
う
べ
き
で
あ
る

(

�)

。

仮
に
今
回
の
事
故
の
損
失
を
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
金
額
に
近
い
一
〇
兆
円
の
損
失
が
千
年
に
一
回
発
生
す
る
と
仮
定
し
て
期
待
値

計
算
を
す
る
と
、
二
千
二
百
億
円
で
あ
る
（
前
掲
二
２
及
び
前
掲
註(

�)

を
参
照)

。
し
か
し
、
明
日
同
じ
こ
と
が
起
き
る
と
、
期
待

値
計
算
と
は
別
に
、
財
政
も
経
済
も
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
し
、
別
の
地
域
の
住
民
に
同
様
の
苦
痛
を
強
い
る
こ
と
も
妥
当
で
は
な
い

（
だ
か
ら
こ
そ
重
大
性
・
不
可
逆
性
が
問
題
に
な
る)

。

も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
原
子
力
発
電
所
が
同
じ
地
震
リ
ス
ク
や
工
学
的
な
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
震
災
後
、

安
全
基
準
の
厳
格
化
を
含
む
法
制
度
改
革
が
進
め
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
が
行
わ
れ
、
少
な
く
と
も
大
幅
に
事
故
の
頻
度

を
減
ら
し
、
規
模
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
安
全
基
準
の
厳
格
化
に
よ
っ
て
原
子
力
発
電
所
の
数
が
減
少
す
る
可
能

原子力リスク規制の現状と課題
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性
は
高
い
が
（
非
常
に
厳
し
い
基
準
を
策
定
す
れ
ば
結
果
と
し
て
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が)

、
厳
格
化
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
し

て
原
子
力
発
電
所
を
ゼ
ロ
に
す
る
か
ど
う
か
と
は
論
理
的
に
別
問
題
で
あ
る
（
環
境
基
本
法
と
の
関
係
は
五
２
で
後
述
す
る)

。
安
全

基
準
の
個
別
的
な
あ
て
は
め
を
行
い
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
・
経
済
政
策
の
全
体
の
観
点
と
突
き
合
わ
せ
て
、
結
論
を
出
す
必
要
が
あ
る

（
本
稿
で
は
扱
い
き
れ
な
い
が
、
電
源
立
地
関
係
の
補
助
金
政
策
と
の
関
連
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る)

。

３

準
備
と
緊
急
時
の
反
応

さ
ら
に
、
原
子
力
発
電
所
を
ゼ
ロ
に
し
な
い
場
合
に
は
、「
災
害
法
」
的
考
慮
を
明
示
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。
米
国
に
お
け
る

「
災
害
法
」
の
提
唱
者
で
あ
るD

an
ie

l
F

arb
e

r

は
、
災
害
法
の
核
心
は
「
準
備
と
緊
急
時
の
反
応
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
趣
旨
は
、

ま
ず
、
確
率
論
的
な
安
全
規
制
（
リ
ス
ク
規
制
）
の
発
想
の
重
要
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
に
、
確
率
分
布
が
わ
か
ら
な
い
、
あ
る
い
は
、

わ
か
っ
た
と
し
て
も
想
定
外
の
こ
と
が
起
き
や
す
い
事
象
に
つ
い
て
、
想
定
し
た
く
な
い
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
事
前
に
準
備
を
行
う
。

そ
し
て
、
万
が
一
想
定
外
の
こ
と
が
起
き
た
場
合
に
は
想
定
に
捉
わ
れ
ず
即
座
に
反
応
す
る
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
る

(

�)

。
原
子
力
法
の

文
脈
で
は
、
複
合
災
害
が
発
生
す
る
と
い
う
前
提
で
、
施
設
の
規
制
を
厳
し
く
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
原
子
力
災
害
へ
の
対
応
を
制
度

化
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
次
に
、「
厳
格
化
」
の
出
発
点
と
な
る
、
事
故
前
の
原
子
力
法
制
の
仕
組
み
と
裁
判
例
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

四

三
・
一
一
前
の
原
子
力
法
の
仕
組
み
と
裁
判
例
―
ど
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
の
か
―

１

段
階
的
安
全
規
制
と
多
重
防
護
シ
ス
テ
ム

（
１
）

環
境
基
本
法
及
び
原
子
力
基
本
法

①

基
本
法
に
関
す
る
一
般
論

論 説
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基
本
法
は
対
象
と
な
る
分
野
の
原
理
原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
政
策
指
針
と
し
て
国
や
政
府
の
活
動
の
方
向
付
け
を
行
う
も
の

で
あ
る
が
、
法
形
式
と
し
て
は
法
律
で
あ
り
、
他
の
法
律
よ
り
上
位
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
基
本
法
は
、
そ
の
法
律
に
お

い
て
規
定
さ
れ
る
法
原
則
に
沿
っ
た
立
法
活
動
や
行
政
計
画
の
策
定
・
審
議
会
等
の
設
置
を
促
す
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
環
境
基
本

法
は
、
周
知
の
通
り
、
持
続
可
能
な
発
展
（
三
条
・
四
条)

・
予
防
原
則
（
四
条
・
二
一
条
）
等
の
法
原
則
を
規
定
す
る
。
ま
た
、
環

境
基
本
計
画
（
一
五
条)

・
公
害
防
止
計
画
（
一
七
条)

の
根
拠
法
と
な
り
、
環
境
影
響
評
価
法
の
制
定
を
促
し
（
二
〇
条)

、
国
や
地

方
に
お
い
て
環
境
の
保
全
に
関
す
る
審
議
会
等
（
四
一
〜
四
四
条
）
や
公
害
対
策
会
議
（
四
五
・
四
六
条
）
を
置
く
こ
と
を
規
定
す
る

(

�)

。

し
か
し
、
基
本
法
及
び
基
本
法
に
規
定
さ
れ
た
法
原
則
が
個
別
作
用
法
上
の
行
政
処
分
を
直
接
規
律
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
必
ず
し

も
一
般
的
で
は
な
く

(

�)

、
裁
判
規
範
性
の
有
無
に
つ
い
て
も
見
解
は
分
か
れ
る

(

�)

。

②

環
境
基
本
法
・
原
子
力
基
本
法

原
子
力
安
全
規
制
と
論
理
的
に
関
連
し
う
る
基
本
法
と
し
て
、
環
境
基
本
法
と
原
子
力
基
本
法
が
あ
る
。

ま
ず
、
環
境
基
本
法
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
環
境
基
本
法
二
条
は
、「
公
害
」(

三
項
）
を
大
気
汚
染
・
水
質
汚
染
・

土
壌
汚
染
・
騒
音
・
振
動
・
地
盤
沈
下
と
定
義
す
る
。
こ
の
定
義
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
連
す
る
法
令
が
環
境
基
本
法
と
関
連
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
社
会
通
念
上
の
環
境
問
題
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
事
項
に
含
ま
れ
て
い
な
い
問
題
が
環
境
基
本

法
の
理
念
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
特
に
、
環
境
基
本
法
と
土
地
利
用
に
関
係
の
あ
る
採
石
法
・
砂
利
採
取
法
・

森
林
法
な
ど
の
法
令
と
の
関
係
は
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
環
境
基
本
法
三
条
が
「
生
態
系
が
微
妙
な
均
衡
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
お
り
人
類
の
存
続
基
盤
で
あ
る
限
り
あ
る
環
境
が
、
人
間
の
活
動
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ

が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
」
環
境
を
人
類
の
存
続
基
盤
と
し
て
維
持
せ
よ
と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
法
令
も
環
境
基
本
法

の
傘
の
も
と
に
あ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る

(

�)

。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
原
子
力
基
本
法
や
原
子
力
関
連
の
組
織
法
・
作
用
法
が

原子力リスク規制の現状と課題
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環
境
基
本
法
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
か
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
六
月
の
改
正
以
前
、
環
境
基
本
法
一
三
条
は
「
放
射
性
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
、
及
び
土
壌
の
汚
染

の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
基
本
法
そ
の
他
の
関
係
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、

例
え
ば
、
廃
掃
法
二
条
一
項
（
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
二
条
一
項
・
二
項
は
こ
の
規
定
を
準
用)

は
、
放
射
性
物
質
及
び
こ
れ

に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
を
廃
棄
物
の
定
義
か
ら
排
除
し
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、
こ
の
規
定
が
削
除
さ
れ
、

事
実
上
、
原
子
力
関
連
法
と
の
調
整
が
必
要
に
な
っ
た
（
改
正
の
意
義
に
つ
い
て
は
五
２
で
後
述
す
る)

。

（
２
）

組
織
法

二
〇
一
二
年
六
月
の
法
改
正
前
に
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
上
の
規
制
権
限
は
、
経
済
産
業
大
臣
（
商
業
用
原
子
炉)

・
文
部
科
学
大

臣
（
も
ん
じ
ゅ
等
の
研
究
用
原
子
炉)
・
国
土
交
通
大
臣
（
核
燃
料
物
質
の
輸
送
用
船
舶
）
が
行
政
庁
と
し
て
分
有
し
、
資
源
エ
ネ
ル

ギ
ー
庁
・
科
学
技
術
庁
・
国
土
交
通
省
が
実
務
を
担
っ
て
い
た
（
原
子
炉
等
規
制
法
旧
二
三
条)

。
ま
た
、
原
子
力
災
害
の
際
の
権
限

は
内
閣
府
が
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
原
子
力
施
設
の
安
全
に
つ
い
て
専
門
技
術
的
知
見
を
提
供
す
る
原
子
力
安
全
委
員
会
は
、
国
家

行
政
組
織
法
八
条
の
諮
問
機
関
で
し
か
な
か
っ
た
。
多
く
の
機
関
が
権
限
を
分
有
し
て
い
た
た
め
、
非
常
時
に
さ
え
指
揮
命
令
を
統
括

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
規
制
機
能
と
政
策
推
進
機
能
が
同
じ
経
済
産
業
省
に
存
在
し
た
た
め
、
と
も
す
れ
ば
安
全
性
の
問
題
を
後

回
し
に
し
が
ち
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
事
故
の
反
省
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
一
二
年
六
月
に
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
が
制
定
さ
れ
、
国
家
行
政
組
織
法
三

条
二
項
に
基
づ
く
独
立
行
政
委
員
会
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た
（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
二
条

(

�)

。
こ
の
改
正
の

意
義
に
つ
い
て
は
五
２
で
後
述
す
る)

。

（
３
）

作
用
法

論 説



(阪大法学) 63 (5 67) 1463 [2014.1]

①

多
重
防
護
の
考
え
方

放
射
線
へ
の
暴
露
は
健
康
に
有
意
な
影
響
が
な
く
合
理
的
に
達
成
可
能
な
範
囲
に
抑
制
さ
れ
る
（as

lo
w

as
re

aso
n

ab
ly

ach
ie

v
-

ab
le

,
A

L
A

R
A
)

。
そ
の
た
め
の
具
体
的
手
段
と
し
て
多
重
防
護
（
深
層
防
護
、d

e
fe

n
se

in
d
e

p
th

）
と
い
う
考
え
方
が
と
ら
れ
て
い

る
。
日
本
で
は
多
重
防
護
に
は
七
層
あ
る
と
さ
れ
る
（
米
国
で
は
六
層)

。
具
体
的
に
は
、(

�)

立
地
点
の
選
択(

そ
の
施
設
を
立
地
す

る
地
点
で
異
常
や
事
故
を
誘
発
す
る
事
象
が
少
な
い)

、(

�)

施
設
の
設
計
、
建
設
、
運
転
に
お
け
る
異
常
発
生
の
抑
制
、(

�)

異
常

の
早
期
検
出
・
潜
在
的
危
険
の
未
然
防
止
、(

�)

異
常
が
拡
大
し
て
事
故
に
な
っ
た
場
合
の
設
備
上
の
影
響
緩
和
策
、(

�)

設
計
の
想

定
を
超
え
る
事
故
に
拡
大
し
た
場
合
の
要
因
に
よ
る
臨
機
柔
軟
な
対
応
、(

�)

隔
離
の
思
想
（
施
設
の
特
性
と
周
辺
の
自
然
的
・
社
会

的
条
件
に
よ
っ
て
施
設
と
社
会
の
相
関
を
減
ら
す)

、(

�)

万
一
の
場
合
に
備
え
た
地
域
社
会
の
側
で
の
自
衛
措
置
（
周
辺
社
会
に
お

け
る
防
災
対
策
）
の
七
段
階
か
ら
な
る

(
	)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
国
際
原
子
力
機
関
（In

te
rn

atio
n

al
A

to
m

ic
E

n
e

rg
y

A
g

e
n

cy
,

以
下
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
は
、
通
常
運
転
か
ら
の
逸
脱

の
防
止((

�)(

�)

。
立
地
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る)
、
異
常
事
象
の
検
知
事
故
へ
の
進
展
の
防
止(

�)

、
設
計
基
準
事
故
時
の
影
響
緩
和

(

�)

、
過
酷
事
故
へ
の
対
応(

�)

、
事
故
に
起
因
す
る
放
射
性
物
質
の
放
出
へ
の
対
応
（(

�)

・(

�)

）
の
五
段
階
に
分
類
す
る

(


)

。

分
類
の
細
か
い
仕
方
は
異
な
る
も
の
の
、
分
類
法
自
体
に
は
大
き
な
差
は
な
い
。
問
題
は
現
実
に
各
段
階
を
ど
の
よ
う
に
法
令
上
位

置
づ
け
、
ど
の
程
度
の
立
法
措
置
や
計
画
等
の
策
定
が
行
わ
れ
て
い
た
か
で
あ
る
。

②

段
階
的
安
全
規
制

原
子
炉
等
規
制
法
・
電
気
事
業
法
の
仕
組
み
は
、
全
体
と
し
て
段
階
的
安
全
規
制
と
呼
ば
れ
、
設
計
段
階
（
基
本
設
計
・
詳
細
設
計)

・

建
設
段
階
・
運
転
段
階
の
各
段
階
に
つ
い
て
規
制
し
て
い
る

(

�)((

�)

〜(

�)
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た)

。

改
正
前
の
原
子
炉
等
規
制
法
二
四
条
一
項
四
号
の
「
災
害
の
防
止
上
支
障
の
な
い
こ
と
」
は(

�)

を
主
た
る
対
象
に
し
て
お
り
、
安

原子力リスク規制の現状と課題
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全
規
制
の
中
核
部
分
を
な
し
て
い
た
が
、
改
正
後
、
規
制
の
中
心
は
四
二
条
の
三
の
六
に
移
っ
た
（
後
述)

。
行
政
訴
訟
の
主
た
る
対

象
は
、
現
状
、
基
本
設
計
の
み
だ
が
、
詳
細
設
計
以
下
の
後
続
処
分
を
争
う
可
能
性
も
あ
る

(

�)

。
一
九
七
八
年
に
原
発
の
施
設
や
機
器
を

設
計
す
る
際
に
求
め
ら
れ
る
耐
震
基
準
（
耐
震
設
計
審
査
指
針
）
を
策
定
（
旧
指
針)

。
二
〇
〇
六
年
に
新
指
針
を
策
定
し
、
二
〇
〇

七
年
の
中
越
沖
地
震
以
後
、
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
に
関
す
る
議
論
が
進
行
中
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
統
合
的
規
制
審

査
サ
ー
ビ
ス
（In

te
g

rate
d

R
e

g
u

lato
ry

R
e

v
ie

w
S

e
rv

ice
,

Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ｓ
）
に
お
い
て
、
運
転
許
可
の
前
に
統
合
的
安
全
解
析
評
価
が
な

い
と
の
指
摘
が
あ
り
、
規
制
改
革
の
議
論
に
お
い
て
そ
の
一
部
を
反
映
す
る
動
き
も
あ
っ
た
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
か
ら
は
施
設
面
の
津
波
対
策

や
、
立
地
・
施
設
で
防
げ
な
か
っ
た
場
合
の
防
災
対
策
が
欠
如
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た

(

�)

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
残
念

な
が
ら
事
故
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た)

。

「
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
と
し
て
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
」

（
原
文
マ
マ)

は
、(

�)

の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
高
い
信
頼
度
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
た
め
、(

�)

の
過
酷

事
故
対
策
は
原
子
炉
設
置
者
が
自
主
的
に
整
備
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
し
て
い
る

(

�)

。
そ
し
て
、
設
計
を
超
え
る
事
故
の
原
因
と
な

る
「
外
的
事
象
」
の
う
ち
自
然
災
害
は
偶
発
的
な
も
の
だ
け
で
あ
れ
ば
、
内
的
事
象
の
中
に
取
り
込
ん
で
考
え
て
も
良
い
と
す
る
。
ま

た
、「
外
的
事
象
」
の
う
ち
テ
ロ
行
為
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
活
動
が
社
会
に
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
る
が
対
応
は
一
般
に

公
表
し
な
い
、
航
空
機
事
故
な
ど
の
人
為
的
事
象
は
そ
の
確
率
が
無
視
で
き
な
け
れ
ば
対
応
す
る
と
し
て
い
る

(

�)

。
そ
し
て
、
長
時
間
の

電
源
喪
失
は
考
慮
し
な
く
て
も
良
い
と
さ
れ
て
い
た
（
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
安
全
設
計
指
針
二
七

(

�))

。
津
波
に
つ
い

て
も
具
体
策
は
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
は(

	)

と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
事
故
発
生
直
後
か
ら
、
菅
直
人
総
理
（
当
時
）
が
一

五
条
の
緊
急
事
態
宣
言
を
出
す
こ
と
を
た
め
ら
い
、
様
々
な
対
応
の
遅
れ
の
原
因
を
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
再
臨
界

論 説
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の
リ
ス
ク
を
恐
れ
て
海
水
注
入
を
遅
ら
せ
た
り
、
指
示
通
り
に
ベ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
不
信
感
を
持
ち
、
現
地
視
察
を

行
っ
た
り
し
た
こ
と
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い

(

�)

。
も
っ
と
も
気
に
な
る
点
は
、
情
報
公
開
が
恣
意
的
に
行
わ
れ
、
避
難
区
域
の
範

囲
が
十
分
な
根
拠
な
く
半
径
三
㎞
か
ら
一
〇
㎞
・
二
〇
㎞
へ
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
本
稿
で
は
扱
い
き
れ
な
い
が
、

今
後
の
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
。
次
に
、
災
害
や
事
故
の
可
能
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
に
注
目
し
つ
つ
、
事
故
前

の
裁
判
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

２

裁
判
例

（
１
）

主
な
争
点

証
明
責
任
と
審
査
・
証
明
の
対
象

①

行
政
訴
訟
と
民
事
訴
訟
の
併
存

(

�)

現
在
、
学
説
上
も
実
務
上
も
、
原
子
炉
が
設
置
さ
れ
る
際
に
、
次
の
理
由
か
ら
、
行
政
訴
訟
（
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
の
取
消
訴
訟
・

無
効
確
認
訴
訟
・
そ
の
他
の
抗
告
訴
訟
）
と
民
事
訴
訟
（
人
格
権
侵
害
に
よ
る
差
止
訴
訟
）
の
両
方
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
行
政
訴
訟
と
民
事
訴
訟
で
は
、
前
者
が
住
民
対
行
政
・
後
者
が
住
民
対
電
力
会
社
と
当
事
者
が
異
な
る
。

ま
た
、
民
事
差
止
訴
訟
で
は
、
受
忍
限
度
を
超
え
る
権
利
侵
害
ま
た
は
法
益
侵
害
の
有
無
が
争
点
に
な
る
か
ら
、
請
求
が
認
容
さ
れ
る

に
は
受
忍
限
度
を
超
え
る
権
利
侵
害
発
生
ま
た
は
法
益
侵
害
の
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
政
訴
訟
で

は
、
設
置
許
可
が
法
令
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
争
点
に
な
る
。
そ
し
て
、
受
忍
限
度
を
超
え
る
権
利
侵
害
ま
た
は
法
益

侵
害
の
蓋
然
性
は
、
安
全
管
理
の
不
十
分
な
原
子
力
発
電
所
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
存
在
し
、
法
律
や
審
査
基
準
へ
の
適

合
性
と
関
連
す
る
が
全
く
同
じ
で
は
な
い
か
ら
、
両
者
は
併
存
し
う
る
。
さ
ら
に
、
タ
イ
ミ
ン
グ
的
に
は
、(

判
例
の
枠
組
み
を
前
提

と
す
る
と
、
無
効
確
認
訴
訟
以
外
の
）
基
本
設
計
に
関
す
る
争
訟
は
設
置
許
可
処
分
の
不
服
申
立
期
間
・
出
訴
期
間
内
に
提
起
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
詳
細
設
計
に
つ
い
て
の
争
訟
は
別
建
て
に
な
る
が
、
民
事
訴
訟
は
出
訴
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
拘
ら
ず
基
本
設
計
・
詳
細
設

原子力リスク規制の現状と課題
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計
、
さ
ら
に
は
建
設
・
運
転
に
対
し
て
差
止
訴
訟
を
提
起
で
き
る
。

②

証
明
責
任
の
転
換
・
軽
減
の
類
型

大
塚
直
は
、
原
子
力
訴
訟
に
お
け
る
証
明
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
、
二
つ
の
類
型
を
挙
げ
る

(

�)

。
第
一
類
型
の
「
証
明
責
任
の
転
換
」

の
例
と
し
て
、
伊
方
原
発
訴
訟
最
高
裁
判
決
（
行
政
訴
訟
・
後
掲
①)

・
女
川
原
発
訴
訟
地
裁
判
決
・
志
賀
原
発
訴
訟
高
裁
判
決
（
民

事
訴
訟
・
後
掲
④－

２
）
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い
う
「
証
明
責
任
の
転
換
」
が
、「
証
拠
提
出
責
任
の
転
換
」
だ
け
を
指
す

の
か
、「
真
偽
不
明
の
場
合
の
敗
訴
の
リ
ス
ク
の
転
換
」
も
含
む
の
か
は
、
調
査
官
の
間
で
も
見
解
が
分
か
れ
る
と
指
摘
す
る

(

�)

。

第
二
類
型
は
、
原
告
側
が
侵
害
発
生
の
具
体
的
可
能
性
に
つ
い
て
相
当
程
度
の
立
証
を
し
、
そ
の
上
で
被
告
が
侵
害
発
生
の
高
度
の

蓋
然
性
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
後
述)

。
こ
の
類
型
に
は
、
さ
ら
に
二
種
類
の
類
型
が
あ
る
。
ま
ず
、(

�)

被

告
側
が
、
侵
害
発
生
の
高
度
の
蓋
然
性
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
べ
き
と
す
る
（
証
明
で
き
な
い
場
合
に
は
裁
判
所
は
高
度
の
蓋
然
性
が

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
扱
う
の
が
相
当
と
さ
れ
る)

。
廃
棄
物
処
分
場
の
設
置
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
が
、
丸
森
町
事
件
・
仙
台
地

決
一
九
九
二

[

平
成
四]

年
二
月
二
八
日
判
時
一
四
二
九
号
一
〇
九
頁
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

次
に
、(

�)

被
告
側
が
、
具
体
的
危
険
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
根
拠
を
示
し
、
か
つ
、
必
要
な
資
料
を
提
出
し
て
反

証
す
べ
き
と
す
る
（
具
体
的
根
拠
を
示
し
、
か
つ
、
反
証
を
尽
く
さ
な
い
と
具
体
的
危
険
の
存
在
を
推
認
さ
れ
る)

。
こ
の
類
型
に
は
、

志
賀
原
発
訴
訟
地
裁
判
決
（
民
事
訴
訟
・
後
掲
④－

１
）
が
入
る
。

（
２
）

行
政
訴
訟
（
取
消
訴
訟
・
無
効
確
認
訴
訟
）

①

伊
方
（
最
判
一
九
九
二

[

平
成
四]

年
一
〇
月
二
九
日
判
時
一
四
四
一
号
三
七
頁
）

一
九
七
二
年
一
一
月
二
八
日
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
原

子
炉
等
規
制
法)

二
三
条
に
基
づ
き
、
四
国
電
力
に
対
し
て
愛
媛
県
宇
和
島
郡
伊
方
町
に
お
け
る
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
を
行
っ
た
。

論 説
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伊
方
町
及
び
そ
の
住
民
Ⅹ
ら
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
く
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
が
、
一
九
七
三

年
五
月
三
一
日
に
こ
れ
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
、
一
九
七
三
年
八
月
二
七
日
に
内
閣
総
理
大
臣
を
被
告
と
し
て
、
原
子
炉
設
置
許
可
処

分
（
本
件
処
分
）
の
取
消
し
を
求
め
て
出
訴
し
た
。
地
裁
・
高
裁
・
最
高
裁
と
も
、
Ｘ
ら
の
原
告
適
格
は
認
め
た
が
、
本
件
処
分
に
は

実
体
的
に
も
手
続
的
に
も
違
法
は
な
い
と
し
て
Ｘ
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
（
控
訴
審
係
属
中
の
一
九
七
八
年
に
原
子
炉
等
規
制
法
が
改

正
さ
れ
、
本
件
処
分
の
権
限
が
通
産
大
臣
に
移
管
さ
れ
、
訴
訟
承
継
さ
れ
た
た
め
、
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
は
通
産
大
臣
で
あ
る)

。

本
件
に
お
け
る
主
な
争
点
は
、
福
島
第
二
判
決
（
後
掲
②
）
で
後
述
す
る
基
本
設
計
論
を
除
く
と
、
次
の
四
点
で
あ
っ
た
。

第
一
の
争
点
は
、
専
門
的
技
術
的
知
見
の
尊
重
で
あ
る
。
原
子
炉
等
規
制
法
二
四
条
一
項
四
号
は
、「
原
子
炉
に
よ
る
災
害
の
防
止

上
支
障
が
な
い
こ
と
」
を
許
可
要
件
と
す
る
。
原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会
（
当
時
。
以
下
「
委
員
会
等｣

）
は
諮

問
を
受
け
て
具
体
的
な
審
査
基
準
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
基
準
を
あ
て
は
め
て
処
分
要
件
の
充
足
の
程
度
に
つ
い
て
判
断
し
、

内
閣
総
理
大
臣
は
委
員
会
等
の
判
断
を
尊
重
し
て
処
分
を
行
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
本
件
判
決
は
、
上
記
の
規
定
に
お
け
る
原
子
炉
施

設
の
安
全
審
査
の
性
質
に
つ
い
て
、｢

原
子
力
工
学
は
も
と
よ
り
多
方
面
に
わ
た
る
極
め
て
高
度
な
分
析
の
科
学
的
、
技
術
的
知
見
に

基
づ
く
総
合
的
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る｣

と
す
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
安
全
審
査
の
特
質
を
考
慮

す
る
と
、
許
可
基
準
適
合
性
に
つ
い
て
は
、｢

各
専
門
分
野
の
学
識
経
験
者
等
を
擁
す
る
原
子
力
委
員
会
の
科
学
的
、
技
術
的
知
見
に

基
づ
く
意
見
を
尊
重
し
て
行
う
内
閣
総
理
大
臣
の
合
理
的
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
趣
旨
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る｣

と
判
示
し
た
。
さ

ら
に
、
調
査
官
解
説
は
、「
原
子
炉
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
」
の
支
障
の
有
無
に
関
す
る
判
断
を
「
政
治
的
、
政
策
的
裁
量
」
か
ら
区

別
し
て
「
専
門
技
術
的
裁
量
」
と
呼
び
、
原
子
力
委
員
会
の
科
学
的
、
技
術
的
知
見
に
基
づ
く
意
見
を
尊
重
し
て
行
う
内
閣
総
理
大
臣

の
合
理
的
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
趣
旨
で
あ
る
と
し
、
審
査
基
準
策
定
と
不
確
定
な
将
来
の
予
測
に
関
わ
る
要
件
事
実
の
認
定
過
程
に
つ
い

て
裁
量
を
認
め
た
も
の
だ
と
す
る

(

�)

。
塩
野
宏
は
、
通
常
の
要
件
裁
量
は
事
実
認
定
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
本
件
に
お
け
る
専
門
技
術

原子力リスク規制の現状と課題
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的
裁
量
は
構
成
要
件
に
あ
て
は
め
る
一
歩
手
前
の
精
神
作
用
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る

(

�)

。

第
二
の
争
点
は
、
司
法
審
査
の
在
り
方
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
委
員
会
等
の
調
査
審
議
及
び
判
断
を
も
と
に
策
定
さ
れ
る
行
政
庁
の

具
体
的
な
審
査
基
準
に
不
合
理
な
点
が
な
く
、
審
査
基
準
適
合
性
に
関
す
る
判
断
過
程
に
「
看
過
し
が
た
い
過
誤
、
欠
落
」
が
な
い
か

ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
審
査
を
行
っ
て
い
る
（
審
査
基
準
の
裁
判
規
範
性
を
間
接
的
に
肯
定
し
て
い
る)

。
ま
た
、
日
光
太
郎
杉
事

件
（
東
京
高
判
一
九
七
三

[

昭
和
四
八]

年
七
月
一
三
日
行
集
二
四
巻
六
・
七
号
五
三
三
頁
）
の
よ
う
な
考
慮
事
項
の
取
り
込
み
と
重

み
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
は
チ
ェ
ッ
ク
せ
ず
、
安
全
性
評
価
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
が
要
求
さ
れ
る
分
野
の
知
見
に
照
ら
し
て
無
理

の
な
い
思
考
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
て
い
る
（
基
本
設
計
論
と
の
関
係
は
②
及
び
③
で
後
述
す
る

(

�))

。

第
三
の
争
点
は
、
委
員
会
等
が
用
い
た
具
体
的
審
査
基
準
そ
の
も
の
の
合
理
性
と
、
本
件
原
子
炉
施
設
が
そ
の
具
体
的
審
査
基
準
に

適
合
す
る
と
し
た
判
断
は
「
ど
の
時
点
の
科
学
技
術
水
準
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
か
」
で
あ
る
が
、
本
件
最
判
は
、「
現
在
の
科
学
技

術
水
準
」
に
照
ら
し
て
行
う
と
す
る
。
取
消
訴
訟
の
違
法
性
判
断
の
基
準
時
論
の
枠
組
み
と
異
な
り
、
本
件
で
は
、
立
法
に
よ
る
法
状

態
の
変
化
も
新
事
実
の
発
生
も
な
い
が
、
学
問
的
知
見
が
進
展
し
た
結
果
と
し
て
過
去
に
適
法
と
評
価
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
時
点
以
降

違
法
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

(

�)

。

第
四
の
争
点
は
、
証
明
責
任
で
あ
る
。
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、「
右
処
分
が
前
記
の
よ
う
な
性
質
を
有
す

る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
被
告
行
政
庁
が
し
た
右
判
断
に
不
合
理
な
点
が
あ
る
こ
と
の
主
張
、
立
証
責
任
は
、
本
来
、
原
告
が
負
う

べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
…
…
資
料
を
す
べ
て
被
告
行
政
庁
の
側
が
保
持
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
を
考
慮
」
し
、
ま
ず
、
行
政
庁

に
そ
の
判
断
に
不
合
理
な
点
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
証
拠
を
提
出
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
次
に
、
行
政
庁
の
判
断
が
不
合
理
と

は
言
え
な
い
場
合
に
原
告
側
に
反
証
さ
せ
る
が
、
真
偽
不
明
の
場
合
の
敗
訴
の
リ
ス
ク
は
原
告
側
に
残
る
。
そ
の
様
な
手
続
を
と
り
責

任
の
配
分
を
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
行
政
法
学
説
は
、
法
治
主
義
を
実
質
化
す
る
た
め
に
行
政
は
い
か
な
る
理
由
で
決
定
に
至
っ
た
の

論 説
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か
を
（
単
な
る
情
報
開
示
で
は
な
く)

常
に
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
（
説
明
責
任
説)

。
そ
し
て
、
本
件
固

有
の
事
情
と
し
て
、
前
記
の
原
告
側
が
専
門
的
知
識
に
お
い
て
劣
後
し
て
い
る
こ
と

(

第
一
点)

、
及
び
、
司
法
審
査
の
在
り
方
（
第

二
点
）
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

(

�)

。

ま
ず
、
第
一
点
・
第
二
点
・
第
四
点
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
。
原
子
力
委
員
会
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
将
来

予
測
に
は
軽
微
な
誤
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
途
中
で
多
少
の
ミ
ス
は
あ
る
の
で
、
基
本
設
計
通
り
に
施
設
を
稼
働
さ
せ
た

場
合
に
結
果
に
影
響
す
る
重
大
な
も
の

(

放
射
性
物
質
の
潜
在
的
危
険
性
が
顕
在
化
す
る
こ
と
）
だ
け
を
「
災
害
の
防
止
上
支
障
」
が

あ
り
、「
看
過
し
難
い
過
誤
、
欠
落
」
と
す
る
。
例
え
ば
、
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
後
の
一
九
七
九
年
に
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
（T

h
re

e

M
ile

Islan
d
,

T
M

I

）
に
お
い
て
、
人
為
的
ミ
ス
に
よ
り
水
素
・
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
反
応
に
よ
る
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
事
故
が
起
き
た
が
、
こ

の
点
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
。
処
分
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
故
に
つ
い
て
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
行
政
庁
の
判

断
に
は
「
過
誤
、
欠
落
」
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
安
全
余
裕
に
よ
っ
て
大
事
故
に
は
至
ら
な
い
か
ら
、「
看
過
し
難
い
」
と
ま
で
は
言

え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

(

要
す
る
に
、
多
重
防
護
の
一
部
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て
も
、
許
容
限
度
を
超
え
な
い
程
度
に
原
告
の
放

射
線
被
ば
く
を
「
閉
じ
込
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
で
き
れ
ば
「
看
過
し
が
た
い
過
誤
、
欠
落
」
は
な
い
こ
と
に
な
る

(

�))

。

ま
た
、
第
一
点
と
第
三
点
の
関
係
に
つ
い
て
、
調
査
官
解
説
は
、
委
員
会
等
の
専
門
家
が
策
定
し
た
審
査
基
準
や
そ
の
基
準
の
適
用

を
評
価
す
る
際
、
本
判
決
は
、
委
員
会
等
の
専
門
家
が
使
っ
た
材
料
を
用
い
て
行
政
庁
の
判
断
を
追
試
す
る
も
の
の
、
現
在
の

｢

通
説

的
見
解｣

を
入
れ
て
基
本
設
計
通
り
の
原
子
炉
を
稼
働
さ
せ
た
場
合
の
安
全
性
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
委

員
会
等
の
専
門
家
が
使
っ
た
材
料
だ
け
を
使
っ
て
追
試
す
る
の
で
は
な
く
、
後
か
ら
（
通
説
だ
け
で
は
な
く
）
別
の
専
門
家
が
行
っ
た

別
の
主
張
を
聞
き
な
が
ら
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る

(
�)

。

総
合
的
に
み
て
、
本
件
の
結
論
に
強
く
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
第
一
点
・
第
二
点
と
、
こ
れ
ら
を
論
理
的
な
前
提
に
す
る
第
四
点

原子力リスク規制の現状と課題
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で
あ
る
。
確
か
に
、
政
府
側
の
出
張
立
証
に
対
し
て
住
民
側
の
反
証
に
的
外
れ
な
も
の
が
含
ま
れ
る
可
能
性
は
あ
り
、
仮
に
住
民
側
の

反
証
が
当
を
得
て
い
る
と
感
じ
て
も
、
法
律
家
で
あ
る
裁
判
官
が
政
府
側
の
証
人
が
述
べ
る
科
学
技
術
的
な
「
通
説
的
見
解
」
を
否
定

す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
阿
部
泰
隆
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も
し
行
政
庁
の
事
実
認
定
に
実
質
的
証
拠
法
則
に
近
い
効
果

を
認
め
る
な
ら
、
公
正
取
引
委
員
会
の
よ
う
な
組
織
―
専
門
家
に
よ
っ
て
委
員
会
を
構
成
し
た
う
え
で
職
権
行
使
に
独
立
性
を
付
与
し
、

科
学
的
知
見
に
幅
が
あ
る
場
合
に
反
対
説
を
取
り
込
む
た
め
対
審
的
構
造
を
備
え
た
行
政
手
続
を
完
備
す
る
こ
と
―
が
必
要
で
あ
る
は

ず
で
あ
る

(

�)

。
そ
し
て
、
そ
の
組
織
は
、
原
子
力
工
学
の
複
数
の
説
だ
け
で
は
な
く
、
地
震
学
・
地
質
学
等
の
関
連
す
る
理
学
系
の
諸
学

問
の
専
門
知
に
照
ら
し
、
当
該
リ
ス
ク
に
つ
い
て
社
会
的
受
容
性
の
観
点
か
ら
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
小
林
傳
司
は
ワ
イ
ン
バ
ー

ク
に
倣
い
「
ト
ラ
ン
ス
・
サ
イ
エ
ン
ス
」
と
呼
び
、
交
告
尚
史
は
「
原
子
力
安
全
学
」
と
呼
ぶ

(

�))

。
さ
ら
に
、
そ
の
場
合
で
も
、
行
政

の
判
断
枠
組
―
法
律
あ
る
い
は
行
政
が
想
定
す
る
事
象
に
対
応
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
審
査
基
準
と
そ
の
当
て
は
め

の
過
程
―
に
包
摂
さ
れ
な
い
住
民
側
の
反
証
で
あ
っ
て
「
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
こ
と
」
に
関
わ
る
も
の
に
一
定
の
説
得
力
が
あ

る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
政
府
側
に
正
面
か
ら
応
答
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る

(

�)

。

②

福
島
第
二
（
最
判
一
九
九
二

[

平
成
四]

年
一
〇
月
二
九
日
判
時
一
四
四
一
号
五
〇
頁
）

一
九
七
四
年
四
月
三
〇
日
、
内
閣
総
理
大
臣
は
東
京
電
力
に
対
し
て
、
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
に
お
い
て
、
福
島
第
二
原
発
に
つ
い

て
の
原
子
炉
設
置
許
可
処
分

(

本
件
処
分)

を
行
い
、
周
辺
住
民
Ｘ
ら

(

原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人)

は
内
閣
総
理
大
臣
を
被
告
と
し

て
、
本
件
処
分
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た

(

前
述
の
通
り
、
一
九
七
八
年
に
本
件
処
分
の
所
管
は
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
通
産
大
臣
に

移
管
さ
れ
た)

。
地
裁
・
高
裁
・
最
高
裁
と
も
、
Ｘ
ら
の
原
告
適
格
は
認
め
た
が
、
本
件
処
分
に
は
実
体
的
に
も
手
続
的
に
も
違
法
は

な
い
と
し
て
原
告
側
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

本
件
の
主
な
争
点
の
一
つ
は
、(

本
案
の
第
五
の
争
点
で
あ
る)

「
基
本
設
計
」
に
関
す
る
安
全
審
査
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い

論 説
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て
の
「
看
過
し
難
い
過
誤
、
欠
落
」(

裁
量
の
逸
脱
濫
用
）
は
な
か
っ
た
と
判
示
し
た
。
段
階
的
安
全
規
制
の
仕
組
み
か
ら
、
裁
判
所

は
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
に
お
い
て
、「
基
本
設
計
」
の
み
を
審
査
し
、
詳
細
設
計
・
建
設
段
階
・
運
転
段
階
は
対
象
外
で
あ
る
と
し

た
。
具
体
的
に
は
、
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
、
使
用
済
み
核
燃
料
の
再
処
理
、
輸
送
方
法
、
廃
炉
、
マ
ン
・
マ
シ
ー
ン
・
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス

(
人
と
機
械
の
接
点)

、
Ｓ
Ｃ
Ｃ

(

応
力
腐
食
割
れ)

は
「
基
本
設
計
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
し
た
。

さ
て
、「
何
が
基
本
設
計
に
属
す
る
か
」
と
い
う
「
振
り
分
け
」
は
、｢

専
門
技
術
的
裁
量｣

＝
「
工
学
的
裁
量
」
に
属
す
る
と
の
議

論
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、
地
裁
判
決
段
階
の
主
張
を
読
む
と
、
土
地
区
画
整
理
事
業
法
の
仕
組
み
を
参
考
に
し
て
、

被
告
側
弁
護
士
が
争
点
を
絞
り
込
む
た
め
に
行
っ
た
議
論
で
あ
る

(

�)

。
そ
し
て
、
前
述
の
と
お
り
専
門
技
術
性
は
、
し
ば
し
ば
「
工
学
」

に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
地
震
学
・
地
質
学
や

｢

ト
ラ
ン
ス
・
サ
イ
エ
ン
ス｣

・｢

原
子
力
安
全
学
」
で
あ
っ
て
い
け
な
い
理
由
は
な
い
。

な
お
、
第
五
層
以
降
の
安
全
対
策
が
欠
落
し
た
状
態
で
詳
細
設
計
以
降
の
段
階
に
進
む
と
、
撤
回
に
よ
る
費
用
も
か
さ
む
こ
と
に
留
意

が
必
要
で
あ
る

(

費
用
負
担
に
つ
い
て
は
五
４(

�)

で
検
討
す
る)

。

③

も
ん
じ
ゅ

(

最
判
二
〇
〇
五

[

平
成
一
七]
年
五
月
三
〇
日
民
集
五
九
巻
四
号
六
七
一
頁)

動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
（
後
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
・
現
在
の
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、
以
下
「
動
燃｣

）
は
、

福
井
県
敦
賀
市
に
お
い
て
高
速
増
殖
炉
も
ん
じ
ゅ
の
原
子
炉
設
置
許
可
を
申
請
し
、
一
九
八
三
年
五
月
二
七
日
許
可
さ
れ
た
。
訴
訟
要

件
に
お
け
る
周
辺
住
民
Ｘ
ら
の
原
告
適
格
の
有
無
と
「
無
効
確
認
」
の
要
件
が
主
た
る
争
点
で
あ
っ
た
。
福
井
地
裁
は
民
事
訴
訟
の
方

が
Ｘ
ら
の
権
利
救
済
に
と
っ
て
よ
り
有
効
か
つ
適
切
で
あ
る
と
し
て
、
Ｘ
ら
の
原
告
適
格
を
否
定
し
、
訴
え
を
却
下
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
名
古
屋
高
裁
は
、
Ｘ
ら
の
う
ち
半
径
二
〇
㎞
以
内
の
住
民
に
つ
い
て
の
み
原
告
適
格
を
認
め
た
た
め
、
Ｘ
ら
の
う
ち
半
径
二
〇

㎞
の
範
囲
外
の
住
民
が
上
告
し
、
③－

１
最
判
一
九
九
二

[

平
成
四]

年
九
月
二
二
日
民
集
四
六
巻
六
号
五
七
一
頁
は
高
裁
の
判
決
を

一
部
覆
し
、
半
径
五
八
㎞
以
内
の
住
民
に
原
告
適
格
を
認
め
た
上
で
、
本
案
を
福
井
地
裁
に
差
し
戻
し
た

(

�)(

二
〇
〇
一
年
六
月
六
日
、

原子力リスク規制の現状と課題
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核
燃
料
サ
イ
ク
ル
機
構
は
、
規
制
法
二
六
条
一
項
に
基
づ
き
二
次
冷
却
材
漏
え
い
事
故
及
び
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
事
故
に
関
わ
る

変
更
許
可
を
申
請
し
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
六
日
に
変
更
許
可
が
行
わ
れ
た)

。
無
効
確
認
訴
訟
に
お
い
て
、
伊
方
最
判

(

前
掲
①)

及
び
福
島
第
二
最
判

(

前
掲
②)

の
枠
組
み
に
よ
っ
て
審
査
を
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
行
政
処
分
の
無
効
確
認
訴
訟
の
請
求
容

認
要
件
は
「
重
大
か
つ
明
白
な
瑕
疵
」
か
「
重
大
な
瑕
疵
」
か
、「
基
本
設
計
又
は
基
本
的
設
計
方
針
」
に
何
を
含
め
る
べ
き
か
が
争

点
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
③－

２
高
裁
判
決(

名
古
屋
高
金
沢
支
判
二
〇
〇
三[

平
成
一
五]

年
一
月
二
七
日
判
時
一
八
一
八
号
三
頁)

は
、
無
効
確
認
の
請
求
容
認
要
件
は
「
重
大
」
性
の
み
で
足
り
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
も
ん
じ
ゅ
が
研
究
開
発
段
階
の
原
子
炉
で
あ

る
こ
と
を
理
由
と
し
て
設
置
許
可
及
び
工
事
認
可
の
う
ち
前
者
の
審
査
範
囲
を
広
く
解
釈
し
、
原
告
・
控
訴
人
が
指
摘
し
た
次
の
三
点

を
基
本
設
計
に
含
め
、
こ
れ
ら
の
判
断
過
程
に
「
看
過
し
難
い
過
誤
、
欠
落
が
あ
る
」
と
判
示
し
た

(

�)

。
ま
ず
、(

�)

平
成
七
年
の
二
次

冷
却
材

(

ナ
ト
リ
ウ
ム)

漏
れ
事
故
が
鉄
板
を
突
き
破
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
反
応
す
る
こ
と
に
よ
り
冷
却
系
の
機
能
を
損
な
い
炉
心
崩

壊
事
故
に
至
る
可
能
性
を
肯
定
し
た
。
ま
た
、(
�)

蒸
気
発
生
器
内
に
お
け
る
水
蒸
気
が
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
圧
力

が
発
生
し
伝
熱
管
が
破
損
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
う
ち
ウ
ェ
ス
テ
ー
ジ
型
の
み
を
考
慮
し
高
温
ラ
プ
チ
ャ
型
を
考
慮
せ
ず

(

�)

、(

�)

主
要
冷

却
系
で
あ
る
三
系
統
が
全
て
ス
ト
ッ
プ
し
炉
心
崩
壊
事
故
が
起
き
た
場
合
の
炉
心
損
傷
後
の
機
械
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
大
値
と
し
て
、

旧
動
燃
が
考
慮
し
た
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
数
値
が
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を
適
切
に
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
。

本
件
に
つ
い
て
、
原
子
力
工
学
の
専
門
家
は
「
第
四
層
ま
で
が
か
な
り
完
璧
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
こ
れ
ら
の
対
策

の
一
部
が
無
効
で
あ
る
と
仮
定
し
て
第
五
層
以
下
の
対
策
を
講
ず
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
行
す
る
層
に
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
る

か
ら
、
何
段
も
の
層
が
必
要
に
な
る
の
だ
、
と
誤
解
す
る
人
が
結
構
た
く
さ
ん
い
る
の
で
あ
る
」(

高
裁
判
決
は
多
重
防
護
の
考
え
方

を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
）
と
批
判
し
た

(

�)

。

論 説
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こ
れ
に
対
し
て
、
③－

３
最
高
裁

(

最
判
二
〇
〇
五

[

平
成
一
七]

年
五
月
三
〇
日
民
集
五
九
巻
四
号
六
七
一
頁)

は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
③－

２
判
決
を
破
棄
し
、
被
上
告
人
ら
の
上
告
を
棄
却
し
た
。(

�)

漏
え
い
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
直
接
接
触
を

避
け
る
た
め
の
「
床
ラ
イ
ナ
の
板
厚
、
形
状
等
の
細
部
」
は
後
続
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
段
階
で
審
査
す
れ
ば
よ
い
と
し

た
行
政
庁
の
判
断
は
不
合
理
と
は
言
え
ず
、
動
燃
が
事
故
後
に
行
っ
た
解
析
結
果
に
お
い
て
も
厚
さ
六
㎜
の
床
ラ
イ
ナ
の
減
肉
量
も
上

限
値
で
５
・
２
〜
５
・
５
㎜
だ
か
ら
看
過
し
難
い
過
誤
、
欠
落
も
な
い
。
ま
た
、(

�)

伝
熱
管
破
損
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
う
ち
ウ
ェ
ス
テ
ー

ジ
型
破
損
が
支
配
的
で
あ
り
、
高
温
ラ
プ
チ
ャ
型
破
損
に
つ
い
て
も
早
期
検
出
及
び
伝
熱
管
内
の
水
又
は
蒸
気
の
急
速
ブ
ロ
ー
に
よ
る

圧
力
低
下
の
仕
組
み
と
安
全
余
裕
に
よ
り
回
避
で
き
る
か
ら
、
後
者
を
考
慮
し
な
か
っ
た
と
の
説
明
に
は
合
理
性
が
あ
る

(

�)

。(

�)

一
次

冷
却
材
流
量
減
少
時
反
応
度
抑
制
機
能
喪
失
事
象
に
つ
い
て
も
、
そ
の
原
因
と
な
る
外
部
電
源
喪
失
事
故
と
制
御
棒
の
挿
入
失
敗
は
、

い
ず
れ
も
発
生
頻
度
が
無
視
し
う
る
ほ
ど
極
め
て
低
い
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
が
同
時
に
起
き
る
と
あ
え
て
仮
定
し
、
五
項
事
象
と
し

て
安
全
評
価
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
判
断
に
不
合
理
な
点
は
な
い
。
ま
た
、
構
造
物
の
衝
撃
評
価
の
際
に
用
い
た
最
大
有
効
仕
事
量
の

値
と
し
て
九
九
二
Ｍ
Ｊ
を
考
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
看
過
し
難
い
過
誤
、
欠
落
は
な
い
。
結
論
と
し
て
、
原
判
決
は
破
棄
を

免
れ
な
い
。
多
重
防
護

(

深
層
防
護)

シ
ス
テ
ム
の
提
唱
者
か
ら
は
、
こ
の
結
論
が
当
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

注
目
す
べ
き
点
は
、
③－

２
高
裁
判
決
も
③－

３
最
高
裁
判
決
も
、
い
ず
れ
も
①
伊
方
最
判
及
び
②
福
島
第
二
最
判
を
先
例
と
し
て
、

何
が
「
基
本
設
計
又
は
基
本
的
設
計
方
針
」
に
属
す
る
か
と
い
う
振
り
分
け
が
専
門
技
術
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
し
つ
つ
、
逆

の
結
論
を
導
い
た
点
で
あ
る
。
結
論
の
分
か
れ
目
は
、
次
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
③－

２
高
裁
判
決
は
「
特
定
の
デ
ー

タ
や
シ
ナ
リ
オ
を
考
慮
せ
よ
と
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
理
由
を
、
被
告
が
説
得
的
に
説
明
し
て
い
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
裁
量
審
査
の
一
手
法
で
あ
」
る

(

獅
子
島
事
件

[
最
判
二
〇
〇
七

[

平
成
一
九]

年
一
二
月
七
日
民
集
六

一
巻
九
号
三
二
九
〇
頁]

・
呉
市
教
育
委
員
会
事
件

[

最
判
二
〇
〇
六

[

平
成
一
八]
年
二
月
七
日
民
集
六
〇
巻
二
号
四
〇
一
頁]

等

原子力リスク規制の現状と課題
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の
中
間
審
査
を
想
起
さ
せ
る)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
③－

３
本
件
最
判
は
、
専
門
技
術
的
判
断
を
重
視
し
、
考
慮
事
項
の
チ
ェ
ッ
ク
す

ら
審
査
の
対
象
外
と
し
た
。(

足
立
江
北
医
師
会
事
件
・
最
判
一
九
八
八

[

昭
和
六
三]

年
七
月
一
四
日
判
時
一
二
九
七
号
二
九
頁
な

ど
に
似
て
い
る)

。
判
断
過
程
統
制
型
に
表
現
を
修
正
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
③－

２
高
裁
判
決
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(

�)

。

（
３
）

民
事
訴
訟
（
民
事
差
止
め
）

ま
ず
、
女
川
地
裁
・
仙
台
地
判
一
九
九
四(

平
成
二)

年
一
月
三
一
日
判
時
一
四
八
二
号
三
頁
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た(

確
定)

。

人
格
権
侵
害
を
根
拠
と
し
て
初
め
て
本
案
審
査
を
行
っ
た
が
、
審
査
の
内
容
は
行
政
訴
訟
の
審
査
項
目
に
類
似
し
て
い
る

(

�)

。

④

志
賀
原
発
訴
訟
地
裁
判
決
及
び
控
訴
審
判
決

北
陸
電
力

(

被
告
・
控
訴
人)
は
、
一
九
九
九
年
四
月
一
四
日
に
行
わ
れ
た
設
置
許
可
処
分
後
に
増
設
さ
れ
た
志
賀
原
発
二
号
機
に

つ
い
て
、
二
〇
〇
一
年
八
月
、
周
辺
住
民
ら

(

Ｘ
ら
・
原
告
・
被
控
訴
人)

は
、
北
陸
電
力
を
相
手
取
っ
て
人
格
権
ま
た
は
環
境
権
侵

害
に
よ
る
原
子
炉
の
運
転
差
止
め
を
請
求
し
た
。
地
裁
は
人
格
権
侵
害
に
よ
り
請
求
を
認
容
し
た
が
、
高
裁
は
請
求
を
棄
却
し
た
（
最

高
裁
は
上
告
棄
却

(

�))

。

ま
ず
、
④－

１
地
裁
判
決

(

平
成
一
八
年
三
月
二
四
日
判
時
一
九
三
〇
号
二
五
頁)

は
、
耐
震
設
計
審
査
指
針

(

旧
指
針)

の
見
直

し
中
・
営
業
運
転
開
始
直
後
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
震
・
津
波
が
初
め
て
中
心
的
争
点
に
な
っ
た
。
前
述
の
通
り
、
判
決
は
、

次
の
様
に
判
示
し
た
。
原
告
が
「
人
格
権
が
現
に
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
具
体
的
危
険
が
あ
る
こ
と
を
主
張
立
証
す
べ
き
」
で

あ
る
か
ら
、「
原
告
ら
は
、
本
件
原
子
炉
の
運
転
に
よ
り
、
原
告
ら
が
規
制
値
を
超
え
る
放
射
線
を
被
ば
く
す
る
具
体
的
危
険
が
あ
る

こ
と
を
主
張
立
証
す
べ
き
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
本
件
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
安
全
設
計
に
関
す
る
資
料
は
全
て
被
告
が

保
有
し
て
い
る｣

。
そ
こ
で
、「
原
告
ら
に
お
い
て
、
…
…
原
告
ら
が
許
容
限
度
を
超
え
る
放
射
線
を
被
ば
く
す
る
具
体
的
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
相
当
程
度
の
立
証
し
た
場
合
に
は
、
公
平
の
観
点
か
ら
、
被
告
に
お
い
て
、
原
告
ら
が
指
摘
す
る
『
許
容
限
度
を
超
え
る
放

論 説
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射
線
被
ば
く
の
具
体
的
危
険
』
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
根
拠
を
示
し
、
か
つ
、
必
要
な
資
料
提
出
し
て
反
証
を
尽
く

す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
し
な
い
場
合
に
は
、
上
記
『
許
容
限
度
を
超
え
る
放
射
線
被
ば
く
の
具
体
的
危
険
』
の
存
在
を
推
認
す
べ
き

で
あ
る
」(

第
二
類
型(

�))

。

地
裁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
原
告
の
差
止
請
求
を
認
容
し
た
。
ま
ず
、
旧
指
針
は
基
準
地
震
動
に
つ
い
て
松
田
式
・
金
井
式
・
大

崎
ス
ペ
ク
ト
ル
を
前
提
と
す
る
大
崎
の
法
則
を
根
拠
と
す
る
。
確
か
に
、
大
崎
の
方
法
は
経
験
的
手
法
と
し
て
相
当
の
通
用
力
を
有
し

て
き
た
。
し
か
し
、
地
震
学
に
よ
る
地
震
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
は
旧
指
針
策
定
時
か
ら
進
展
し
、
大
崎
の
方
法
等
の
方
法
論
的
限
界

が
明
ら
か
に
さ
れ
、
鳥
取
西
部
地
震
・
宮
城
沖
地
震
な
ど
こ
れ
ら
の
手
法
に
よ
る
予
測
を
大
幅
に
超
え
る
地
震
動
が
発
生
し
て
お
り
、

大
崎
の
方
法
等
は
方
法
論
と
し
て
妥
当
性
が
な
い
。
ま
た
、
邑
知
潟
断
層
帯
で
一
連
の
断
層
が
一
体
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
Ｍ

７
・
６
程
度
の
地
震
が
発
生
す
る
危
険
性
が
あ
り
、
北
陸
電
力
が
想
定
し
た
基
準
地
震
動
Ｓ
２
を
超
え
る
具
体
的
危
険
性
が
あ
る
。
そ

し
て
、
志
賀
原
発
二
号
機
の
安
全
審
査
は
旧
指
針

(

一
九
七
八
年
耐
震
設
計
審
査
指
針)

に
従
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
安
全
審

査
に
合
格
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
「
本
件
原
子
炉
の
耐
震
設
計
に
妥
当
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
は
即
断
で
き
な
い｣

。
さ
ら

に
、
想
定
を
超
え
る
地
震
動
が
発
生
し
た
際
に
は
、
原
告
が
許
容
限
度
を
超
え
る
放
射
線
を
被
ば
く
す
る
具
体
的
危
険
性
が
あ
る
が
、

被
告
は
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
具
体
的
根
拠
の
提
示
及
び
反
証
に
成
功
し
て
い
な
い
。

地
裁
判
決
後
に
は
、
新
指
針
が
策
定
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
中
越
沖
地
震
が
発
生
し
、
高
裁
判
決
の
行
方
に
注
目
が
集
ま
っ
た
が
、

④－

２
高
裁

(

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
判
時
二
〇
四
五
号
三
頁)

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
原
告
・
被
控
訴

人
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち
、
原
子
炉
が
危
険
を
内
包
し
、
安
全
管
理
の
方
法
が
原
子
炉
ご
と
に
異
な
り
、
控
訴
人
が
証
拠
を

持
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
本
件
原
子
炉
が
安
全
性
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
控
訴
人
が
主
張
立
証
し
、
こ
れ
が
尽
く
さ

れ
な
い
場
合
に
は
具
体
的
危
険
性
が
推
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
控
訴
人
が
前
記
の
主
張
立
証
を
尽
く
し
た
場
合
に
は
、
本
来
主
張
立
証

原子力リスク規制の現状と課題
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責
任
を
負
う
被
控
訴
人
に
お
い
て
、
具
体
的
危
険
に
つ
い
て
主
張
立
証
責
任
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
高
裁
判
決
の
考
え

方
は
、
証
拠
提
出
責
任
は
被
告
に
課
す
が
、
敗
訴
の
リ
ス
ク
は
転
換
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

(

第
一
類
型)

。
そ
し
て
、
新
指

針
に
基
づ
き
、
震
源
を
特
定
し
な
い
地
震
と
し
て
Ｍ
６
・
８
を
想
定
す
る
こ
と
や
、
近
隣
の
活
断
層
が
連
動
し
な
い
と
し
た
判
断
や
新

指
針
に
基
づ
く
審
査
指
針

(

バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
ル
ー
ル)

の
合
理
性
と
本
件
に
お
け
る
審
査
指
針
適
合
性
を
認
め
た
。
結
論
と
し
て
、

本
件
原
子
炉
に
つ
い
て
、
控
訴
人
は
、
相
当
の
根
拠
を
示
し
、
必
要
な
資
料
を
提
出
し
た
上
で
、
安
全
性
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と

に
つ
い
て
主
張
立
証
を
尽
く
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
控
訴
人
は
、
前
記
主
張
立
証
を
揺
る
が
す
に
足
る
反
証
反
論
を
し
て
お
ら
ず
、

被
控
訴
人
ら
の
生
命
、
身
体
、
健
康
が
現
に
侵
害
さ
れ
、
又
は
、
侵
害
さ
れ
る
具
体
的
危
険
性
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
に
は
足
り
な
い
。

よ
っ
て
、
原
判
決
を
取
り
消
し
、
被
控
訴
人
の
住
民
側
の
差
止
め
請
求
を
棄
却
す
る

(

最
高
裁
は
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
八
日
に
上
告

を
棄
却
し
た)

。

（
４
）

小
括

行
政
訴
訟
の
特
徴
は
、
次
の
よ
う
に
総
括
で
き
よ
う
。
③－

１
も
ん
じ
ゅ
差
し
戻
し
後
控
訴
審
及
び
③－

２
最
判
は
、
い
ず
れ
も
①

伊
方
最
判
・
②
福
島
第
二
最
判
を
先
例
と
し
て
、
正
反
対
の
結
論
を
導
い
た
。
い
ず
れ
の
判
決
も
、
原
子
炉
等
規
制
法
二
三
条
が
防
災

上
の
支
障
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
を
原
子
力
委
員
会
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
専
門
技
術
的
知
見
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
か
ら
、
審
査
基
準

及
び
そ
の
あ
て
は
め
の
過
程
の
合
理
性
を
探
求
す
る
。
し
か
し
、
何
が
基
本
設
計
に
属
す
る
か
に
関
す
る
判
断
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
考

慮
事
項
の
取
り
込
み
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
③－

２
も
ん
じ
ゅ
高
判
は
控
訴
人
側
が
指
摘
し
た
事
項
に
つ
い
て
考
慮
し
な
い
理

由
の
説
明
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
③－

３
も
ん
じ
ゅ
最
判
は
行
政
庁
の
説
明
に
一
応
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
れ

以
上
の
説
明
を
求
め
な
い
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
④－

１
志
賀
原
発
訴
訟
地
裁
判
決
及
び
④－

２
同
控
訴
審
判
決
は
、
同
じ
民
事
訴
訟
で
あ
る
が
、
タ
イ
プ
は
異
な

論 説
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る
。
前
者
は
、
主
張
立
証
責
任
を
相
当
程
度
転
換
し
、
人
格
権
侵
害
の
具
体
的
危
険
の
原
因
と
し
て
地
震
に
焦
点
を
当
て
て
原
告
を
勝

訴
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
、
①
伊
方
最
判
同
様
の
主
張
立
証
責
任
を
配
分
し
、
審
査
基
準
の
合
理
性
・
あ
て
は
め
の
合
理

性
を
重
視
し
た
審
査
を
行
い
、
電
力
会
社
側
を
勝
訴
さ
せ
た
。
行
政
訴
訟
と
民
事
訴
訟
は
、
訴
訟
手
続
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
主
張
立

証
の
仕
方
に
よ
っ
て
実
質
的
な
差
異
が
出
る
か
否
か
が
大
き
く
異
な
る
と
い
え
よ
う
。

３

経
験
か
ら
何
を
学
ぶ
か

（
１
）

事
実
認
定

事
故
調
が
蓄
積
し
た
知
見
を
踏
ま
え
て
、
裁
判
所
が
安
全
性
に
関
す
る
事
実
認
定
を
変
え
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
実
際
日
本
全
国
で

一
斉
に
全
て
の
原
発
に
対
し
て
人
格
権
侵
害
に
よ
る
民
事
差
止
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
伊
方
原
発
に
対
す
る
差
止
め
訴

訟
の
準
備
書
面
に
は
、
法
律
論
と
し
て
新
し
い
主
張
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
事
故
調
の
知
見
を
踏
ま
え
た
地
震
対
策
・
津
波
対
策
の
欠

如
、
Ｂ
Ｗ
Ｒ
の
老
朽
化
と
い
う
事
実
ベ
ー
ス
の
主
張
が
行
わ
れ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、
例
え
ば
次
の
諸
点
に
つ
い
て
専
門
家
の
間
で
見
解

が
分
か
れ
て
お
り
、
裁
判
官
は
、
現
段
階
で
は
こ
の
様
な
議
論
に
は
乗
っ
て
い
な
い

(

�)

。

前
述
の
通
り
、
現
時
点
で
は
、
福
島
第
一
原
発
に
お
け
る
炉
心
損
傷
の
原
因
は
、
津
波
ま
た
は
地
震
に
よ
り
全
電
源
を
喪
失
し
、
最

終
的
に
は
冷
却
機
能
を
喪
失
し
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
電
源
喪
失
の
原
因
に
つ
い
て
は
、「
地
震
に
よ
る
常

用
外
部
電
源
の
喪
失
及
び
津
波
に
よ
る
非
常
用
発
電
機
の
浸
水
」
と
「
津
波
に
よ
っ
て
生
じ
た
水
没
に
よ
る
金
属
閉
鎖
配
電
盤

(

Ｍ
／

Ｃ)

及
び
パ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー

(

Ｐ
Ｃ)

の
喪
失
」
と
で
意
見
が
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
子
炉
建
屋
内
の
重
要
設
備
（
圧
力
容
器
・

格
納
容
器
・
そ
の
他
）
に
つ
い
て
、
地
震
の
揺
れ
に
よ
る
損
傷
が
寄
与
し
て
い
る
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い

(

ト
ー
ン

の
差
は
あ
る

(

�))

。
後
述
す
る
よ
う
に

(

五
３)

、
二
〇
一
二
年
の
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
制
定
・
原
子
炉
等
規
制
法
の
改
正
後
、
原

子
力
規
制
委
員
会
に
よ
る
事
実
認
定
に
つ
い
て
は
職
権
行
使
の
独
立
性
は
高
ま
っ
た
が
、
対
審
構
造
の
下
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

原子力リスク規制の現状と課題
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伊
方
最
判
を
前
提
と
す
る
と
、
訴
訟
段
階
で
は
、
単
に
原
子
力
規
制
委
員
会
の
思
考
過
程
を
追
試
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
時
点
で

の
「
通
説
的
見
解
」
を
踏
ま
え
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
新
基
準
策
定
に
お
い
て
複
数
の
事
故
調
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
点
や
要

件
事
実
の
認
定
に
お
い
て
活
断
層
の
有
無
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
両
方
の
説
を
考
慮
し
て
結
論
を
出
す
べ
き

で
あ
る
。

（
２
）

法
律
論
―
行
政
訴
訟
と
民
事
訴
訟
の
す
み
わ
け
再
考
―

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
以
前
の
議
論
を
振
り
返
る
と
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
訴
訟
に
お
い
て
、
基
本
設
計
論
を

前
提
と
し
て
争
点
の
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
む
き
出
し
の
安
全
論
争
が
行
わ
れ
て
き
た
。
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
行
政
訴
訟
と
民
事
訴
訟
は
併
存
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
民
事
訴
訟
の
中
に
審
査
基
準
の
合
理
性
と
そ
の

あ
て
は
め
の
過
程
を
審
査
す
る
行
政
訴
訟
的
な
判
決

(

女
川
・
④－

２
志
賀
高
裁)

と
原
告
側
に
よ
る
具
体
的
危
険
性
の
摘
示
へ
の
応

答
を
重
視
し
た
判
決

(

④－

１
志
賀
地
裁)
と
い
う
二
つ
の
類
型
が
あ
る

(

④－

１
は
④－

２
に
よ
っ
て
覆
え
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述

べ
た)

。
そ
こ
で
、
行
政
訴
訟
と
民
事
訴
訟
の
関
係
を
今
後
ど
の
よ
う
に
見
直
す
べ
き
か
が
再
度
問
わ
れ
る
。

ま
ず
、
行
政
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
原
子
力
安
全
委
員
会
（
現
在
の
原
子
力
規
制
委
員
会
）
に
よ
る
「
基
本
設
計
」
へ
の
振

り
分
け
や
判
断
過
程
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
に
最
新
の
通
説
的
見
解
を
反
対
説
も
含
め
、
さ
ら
に
は
、
工
学
だ
け
で
は
な
く
理
学
の
専
門
知

を
リ
ス
ク
の
社
会
的
受
容
性
の
観
点
か
ら
統
合
し
て
取
り
込
む
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
後
続
処
分
の
適
法
性
を
争
う
場
合
、
詳
細
設
計

及
び
建
設
許
可
・
運
転
許
可
が
対
象
に
な
り
、
基
本
設
計
に
関
す
る
主
張
制
限
や
違
法
性
の
承
継
な
ど
の
制
約
を
受
け
る
が
、
そ
の
他

の
点
に
つ
い
て
は
同
様
の
審
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る

(

�)

。
そ
し
て
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
行
政
庁
の
判
断
過
程
に
お
い
て
十
分
考
慮

さ
れ
て
い
な
い
具
体
的
危
険
を
個
別
的
に
摘
示
す
る
場
と
し
て
引
き
続
き
補
完
的
な
（
場
合
に
よ
っ
て
は
主
た
る
）
役
割
を
果
た
す
こ

と
に
な
る

(

�)

。

論 説
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ま
た
、
結
果
論
で
は
あ
る
が
、
多
重
防
護
の
う
ち
、
第
四
層
ま
で
を
見
直
す
必
要
は
な
い
と
の
見
解
は
国
際
的
な
水
準
か
ら
は
受
け

入
れ
難
い

(

四
１(

�)

②)

。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
第
五
層
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
自
主
的
な
取
組
に
委
ね
ら
れ
て
お

り
、
第
七
層
に
つ
い
て
も
防
災
対
策
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た

(

例
え
ば
、
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
を
住
民
の
避
難
に
ど
の
よ
う
に
活
か
す

か
は
事
故
調
の
報
告
で
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る)

。
さ
ら
に
、
第
六
層
に
至
っ
て
は
隔
離
の
思
想
が
お
よ
そ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
次
に
こ
れ
ら
の
弱
点
が
事
故
後
の
規
制
改
革
で
ど
の
よ
う
に
矯
正
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
。

五

事
故
後
の
対
応
と
関
連
法
制
の
改
革

１

事
故
後
の
対
応

（
１
）

原
発
停
止
は
違
法
＝
安
念
委
員
長
の
見
解
「
再
稼
働
さ
せ
な
い
方
が
違
法
」

福
島
第
一
原
発
の
事
故
後
、
電
力
会
社
は
、
相
次
い
で
原
子
力
発
電
所
を
停
止
し
、
二
〇
一
三
年
七
月
に
新
基
準
の
策
定
ま
で
再
稼

働
を
行
わ
な
か
っ
た
。
新
基
準
策
定
前
の
再
稼
働
凍
結
段
階
で
原
子
力
発
電
所
の
稼
働
停
止
及
び
再
稼
働
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見

解
を
示
し
た
新
聞
記
事
が
あ
る

(

�)

。

「
原
発
を
再
稼
働
さ
せ
る
の
は
完
全
に
適
法
。
国
が
再
稼
働
し
て
は
い
け
な
い
と
言
う
方
が
違
法
だ｣

。
経
済
産
業
省
の
電
気
料

金
審
査
専
門
委
員
会
の
安
念
潤
司
委
員
長
（
中
央
大
法
科
大
学
院
教
授
）
は
、
関
西
電
力
と
九
州
電
力
の
料
金
値
上
げ
の
査
定
方
針

を
取
り
ま
と
め
た
六
日
の
会
合
で
「
原
発
を
す
ぐ
に
立
ち
上
げ
れ
ば
コ
ス
ト
増
に
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
う
い
う
こ
と
を
や
ら
ず

に
済
ん
だ
」
と
強
調
し
た
。

安
念
委
員
長
は
「
原
子
力
規
制
委
員
会
が
審
査
し
て
、
再
稼
働
を
認
め
る
な
ん
て
こ
と
は
全
く
理
解
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
審
査
権

は
法
令
の
ど
こ
に
も
な
い
」
と
指
摘
。

原子力リスク規制の現状と課題
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「
各
社
は
直
ち
に
再
稼
働
し
て
い
い
と
い
う
の
が
私
の
考
え
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
と
な
く
原
発
を
止
め
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
は
、
法
治
主
義
の
大
原
則
に
正
面
か
ら
反
す
る
」
と
の
持
論
を
展
開
し
た
。

こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
二
〇
一
一
年
三
月
か
ら
二
〇
一
三
年
七
月(

二
〇
一
二
年
六
月
の
改
正
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
新
基
準
策
定

が
行
わ
れ
た)
ま
で
再
稼
働
は
事
業
者
の
自
主
判
断
で
適
法
に
行
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
２
）

原
発
の
緊
急
停
止
・
再
稼
働
凍
結
の
法
的
根
拠
―
行
政
行
為
の
凍
結
と
撤
回
―

で
は
、
原
子
力
発
電
所
の
緊
急
停
止
と
再
稼
働
凍
結
に
法
的
根
拠
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
、
明
文
規
定
に
よ
る
授
権
の
な

い
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
と
い
う
行
政
行
為
の
凍
結
に
あ
た
る
。
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
の
撤
回
に
つ
い
て
法
律
の
根
拠
が
必
要
で
あ

る
と
の
安
念
教
授
の
議
論
は
傾
聴
に
値
す
る
。
し
か
し
、
免
許
制
・
許
可
制
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
処
分
の
撤
回
の
制
限
は
法
的
安
定
性
・

既
得
権
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
撤
回
に
つ
い
て
個
別
の
法
律
の
授
権
を
要
し
な
い

(

免
許
制
・
許
可
制
の
授
権
法
律

で
足
り
る

(

�))

。

行
政
行
為
の
凍
結
に
つ
い
て
直
接
議
論
し
た
判
例
・
学
説
は
な
い
が
、
芝
池
義
一
は
、
行
政
行
為
の
要
件
事
実
、
と
り
わ
け
基
幹
的

事
実
が
事
後
的
に
消
滅
し
た
場
合
の
撤
回
に
つ
い
て
、
法
律
の
根
拠
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
行
政
行
為
の
撤
回
は
可
能
で
あ
り
、
場
合

に
よ
っ
て
義
務
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
例
と
し
て
福
岡
ス
モ
ン
訴
訟

(

下
記
⑤
事
件)

や
チ
ク
ロ
食
品
添
加
物
指
定
撤

回
事
件

(

後
掲
⑦
事
件)

等
を
挙
げ
る
。

⑤

福
岡
ス
モ
ン
訴
訟

(

福
岡
地
判
一
九
七
八

[

昭
和
五
三]

年
一
一
月
一
四
日
判
時
九
一
〇
号
三
三
頁)

製
薬
会
社
Ｙ
１
ら
は
旧
薬
事
法
に
基
づ
き
、
厚
生
大
臣
の
許
可
等
を
得
て
、
整
腸
剤
キ
ノ
ホ
ル
ム
を
主
成
分
と
す
る
薬
品
を
製
造
・

販
売
し
た
。
ス
モ
ン
病
は
当
時
原
因
不
明
と
さ
れ
た
が
、
一
九
七
〇
年
に
キ
ノ
ホ
ル
ム
の
副
作
用
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
患
者
や

そ
の
遺
族
ら
（
Ｘ
ら
）
が
、
Ｙ
１
ら
と
国

(

Ｙ
２)

を
相
手
取
っ
て
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
当
時
の
薬
事
法
に
は
、
医
薬
品
の

論 説
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安
全
性
確
保
の
た
め
の
積
極
的
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｙ
２
は
、
許
可
の
撤
回
を
法
的
に
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。
福
岡
地
裁
は
請
求
を
一
部
認
容
し
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
医
薬
品
が
そ
も
そ
も
国
民
の
生
命
・
健
康
の
保
全
の
貢
献
し
う
る
こ
と
、
即
ち
有
効
、
か
つ
、
安
全
で
あ
る
こ
と
を
存
在
理
由
と

し
て
い
る
以
上
、
被
告
国
の
医
薬
品
製
造
等
の
許
可
は
、
右
の
存
在
理
由
を
内
在
的
な
条
件
に
し
て
い
る
と
さ
え
解
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
当
該
医
薬
品
の
安
全
性
に
疑
惑
が
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
、
許
可
権
者
た
る
厚
生
大
臣
は
安
全
性
確
保
の
見
地
か
ら
、
適
切
、
か

つ
、
迅
速
な
行
政
措
置
を
講
じ
…
…
、
そ
れ
で
も
安
全
性
の
確
保
を
積
極
的
に
認
定
で
き
な
い
と
き
は
、
旧
薬
事
法
二
六
条
三
項
を
根

拠
に
当
該
医
薬
品
に
つ
き
付
与
し
た
許
可
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る｣

。

ま
た
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
①
伊
方
最
判
に
お
い
て
、
専
門
的
科
学
技
術
的
意
見
の
尊
重
・
証
明
責
任
・
現
在
の
科
学
技
術
水
準

が
争
点
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
現
在
の
科
学
技
術
水
準
に
つ
い
て
、
前
述
の
通
り
、
通
説
的
見
解
で
あ
れ
ば
最
新
の
科
学
的
・

技
術
的
知
見
を
反
映
す
る
と
さ
れ
、
裁
判
所
に
よ
る
許
可
処
分
の
取
消
し
に
つ
い
て
授
権
規
定
の
有
無
は
特
段
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
行
政
庁
が
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
を
職
権
で
撤
回
す
る
場
合
に
は
、
被
処
分
者
に
対
し
て
不
利
益
的
効
果
を
も
た
ら
す
こ

と
か
ら
、
明
文
の
規
定
の
有
無
に
拘
ら
ず
そ
の
旨
の
通
知
が
必
要
で
あ
り
、
行
政
手
続
法
一
三
条
一
項
一
号
に
基
づ
き
、
原
子
炉
設
置

許
可
処
分
の
撤
回
に
つ
い
て
事
業
者
側
に
対
す
る
聴
聞
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

。

（
３
）

伊
方
最
判
及
び
福
岡
ス
モ
ン
訴
訟
の
総
括

こ
こ
で
は
、
次
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
再
稼
働
を
認
め
な
い
こ
と
は
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
の
撤
回
で
は
な
く
凍
結

(

な
い
し
効
力
の
停
止)

で
あ
る
。
裁
判
例
の
相
場
上
、
法
律
の
明
文
上
の
授
権
が
な
く
て
も
撤
回
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
行
政
行
為

の
凍
結
は
当
然
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
行
政
が
最
新
の
知
見
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
る
安
全
確
保
は
、(

行
政
指
導
的
な
）｢

バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ

ク
」
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
判
例
・
行
政
法
学
の
相
場
で
は
、｢
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
」(

後
述)

に
よ
る
原
子
炉
設
置

原子力リスク規制の現状と課題
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許
可
処
分
の
凍
結
も
①
伊
方
最
判
や
福
岡
ス
モ
ン
地
裁
判
決
か
ら
論
理
的
に
演
繹
さ
れ
、
明
文
規
定
は
不
要
で
あ
る
（
補
償
は
問
題
に

な
る

(

�))

。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
、
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
撤
回
の
通
知
と
、
行
政
手
続
法
一
三
条
一
項
一
号
に
基
づ
く
事
業
者
側
へ

の
事
前
の
聴
聞
が
必
要
で
あ
る
。

２

環
境
法
へ
の
編
入
―
環
境
基
本
法
一
三
条
削
除

(

�)

―

前
述
の
通
り
、
二
〇
一
二
年
六
月
改
正
前
の
環
境
基
本
法
一
三
条
は
、
放
射
性
物
質
を
含
む
廃
棄
物
・
大
気
汚
染
・
水
質
汚
染
・
土

壌
汚
染
に
つ
い
て
、
原
子
力
基
本
法
以
下
の
関
連
法
に
委
ね
て
い
た

(

四
１(

�))

。
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
き
、
高
橋
滋
は
、
も
と
も
と
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
・
水
質
の
汚
濁
・
土
壌
の
汚
染
は
環
境
汚
染
に
含
ま

れ
、
環
境
基
本
法
の
理
念
は
原
子
力
法
へ
の
適
用
は
排
除
さ
れ
ず
、
公
害
紛
争
処
理
制
度
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
と
す
る

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
大
塚
直
は
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
射
性
物
質
が
広
範
囲
に
拡
散
す
る
事
態
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
す
る
（
だ
か
ら
こ
そ
、
大
防
法
等
の
放
射
性
物
質
適
用
除
外
が
あ
り
、
環
境
省
所
管
で
は
な
か
っ
た

(

�))

。
私
見
で
は
、
大
塚
直
の

説
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
次
の
動
向
は
説
明
で
き
な
い
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
二
〇
一
二
年
六
月
の
環
境
基
本
法
一
三
条
削
除
後
の
同
年
一
一
月
に
は
、
中
央
環
境
審
議
会
は
大
気
汚
染
防
止
法
・
水

質
汚
濁
防
止
法
・
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
、
さ
ら
に
は
、
環
境
影
響
評
価
法
の
放
射
性
物
質
適
用
除
外
規
定

を
削
る
こ
と
に
つ
い
て
意
見
を
具
申
し
た
。

上
記
の
い
ず
れ
の
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
、
現
在
、
原
子
力
法
は
環
境
法
の
体
系
に
入
っ
て
い
る

(

予
防
原
則
等
の
諸
原
則
の
適
用
の

有
無
に
つ
い
て
は
四
１(

�)

を
参
照)

。

３

組
織
法
改
正
―
原
子
力
規
制
委
員
会
・
規
制
庁

(

�)

―

二
〇
一
二
年
六
月
、
民
主
党
政
権

(

当
時)

は
、
政
治
主
導
の
名
の
も
と
に
「
原
子
力
安
全
調
査
委
員
会
」
案
を
提
出
し
た
が
、
結

論 説
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局
、
自
公
案
を
ベ
ー
ス
に
組
織
法
を
改
正
し
た
。
こ
の
改
正
に
お
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
国
家
行
政
組
織
法
三
条
二
項
の
独
立

行
政
委
員
会
と
さ
れ
、
同
委
員
会
が
原
子
炉
等
規
制
法
の
行
政
庁
・
環
境
省
の
外
局
と
さ
れ
た

(

規
制
委
員
会
は
原
子
炉
設
置
許
可
処

分
の
許
可
権
限
を
持
つ
行
政
庁
と
な
っ
た
。
後
述)

。

で
は
、
環
境
省
の
「
外
局
」
と
は
何
か
。
組
織
法
上
、
便
宜
的
に
環
境
省
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が

(

国
家
行
政
組
織
法
三
条
三
項)

、

行
政
庁
と
し
て
個
別
作
用
法
で
あ
る
原
子
炉
等
規
制
法
を
執
行
す
る
際
に
、
内
閣
の
直
接
の
統
轄
化
に
置
か
れ
な
い
（
大
臣
の
指
揮
を

受
け
な
い
）
こ
と
を
意
味
す
る

(

�)

。
換
言
す
る
と
、
政
策
推
進
機
関
で
あ
る
経
済
産
業
大
臣
・
経
済
産
業
省
及
び
文
部
科
学
大
臣
・
文
部

科
学
省
か
ら
独
立
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
原
子
力
規
制
委
員
会
及
び
原
子
力
規
制
庁
が
内
閣
全
体

(

環
境
大
臣
を
含
む)

か
ら
独
立
し

て
行
政
処
分
等
を
行
う
機
関
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
経
済
産
業
省
か
ら
原
子
力
安
全
・
保
安
院
を
分
離
し
、
文
部
科
学
省
・
国
土
交
通
省
の
機
能
も
併
せ
て
、
事
務
局
を
原
子
力

規
制
庁
に
一
元
化
し
た

(

環
境
省
設
置
法
一
三
条
以
下)

。
さ
ら
に
、
一
度
、
原
子
力
規
制
庁
の
職
員
に
な
る
と
出
身
官
庁
に
戻
れ
な

い
と
い
う
ル
ー
ル
を
設
け
た

(

ノ
ー
・
リ
タ
ー
ン
ル
ー
ル)

。
そ
の
目
的
は
、
安
全
性
の
み
に
着
目
し
て
安
全
審
査
を
行
わ
せ
る
た
め

で
あ
る
。

そ
し
て
、
委
員
会
の
委
員
の
専
門
分
野
も
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
意
思
決
定
は
原
子
力
工
学
や
放
射
線
物
理
学
を
重
視
し
て
い
た

が
、
地
震
学
を
重
視
す
る
体
制
に
様
変
わ
り
し
た
。

４

作
用
法
の
改
正

二
〇
一
二
年
六
月
の
改
正
ま
で
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
の
安
全
規
制
の
中
核
的
な
条
文
は
原
子
炉
等
規
制
法
二
三
条
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
の
要
件
に
つ
い
て
、
二
四
条
一
項
四
号
は
「
原
子
炉
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
一
二
年
六
月
の
法
改
正
後
、
安
全
規
制
の
核
心
部
分
は
、
四
三
条
の
三
の
五
以

原子力リスク規制の現状と課題
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下
に
移
さ
れ
た
。
旧
二
四
条
一
項
四
号
に
相
当
す
る
四
三
条
の
三
の
六
は
、「
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請

が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を

し
て
は
な
ら
」
ず

(

本
文)

、「
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
が
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染

さ
れ
た
物
又
は
発
電
用
原
子
炉
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
」(

一
項
四
号
。
下
線
付
加)

と
規
定
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
改
正
点
の
う
ち
主
要
な
点
と
し
て
、
①
過
酷
事
故
対
策
の
義
務
化
・
②
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
対
策
の
導
入
・
③
高
経
年
化

炉
対
策
の
強
化
・
④
四
三
条
の
三
の
六
規
定
ぶ
り
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（
１
）

原
子
炉
等
規
制
法
改
正

①

過
酷
事
故
対
策
の
義
務
化

商
業
用
原
発
を
は
じ
め
と
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
許
可
の
際
に
判
断
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
過
酷
事
故
対
策
が
挙
げ
ら
れ
た

(

四
三
条
の
三
の
六
第
一
項
三
号
等)

。
発
電
用
原
子
炉
施
設
等
の
事
業
者
に
対
し
、
炉
毎
に
、
施
設
の
設
計
及
び
運
用
に
お
け
る
安
全

対
策
の
総
合
的
な
評
価
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
環
境
大
臣
に
届
け
出
て
、
公
表
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
た

(

四
三

条
の
三
の
二
九

(

�))

。

上
記
の
改
正
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
安
全
基
準
を
踏
ま
え
、
過
酷
事
故
対
策
を
法
的
な
義
務
と
し
、
包
括
的
な
安
全
審
査
報
告
書

の
届
出
・
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
た
こ
と
は
一
歩
前
進
で
あ
る
と
考
え
る
。

②

バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
（
措
置
命
令
）
の
明
示

こ
れ
ま
で
の
原
子
炉
等
規
制
法
に
は
最
新
の
知
見
を
既
存
の
施
設
に
も
適
用
し
、
施
設
の
改
善
を
法
的
に
確
保
す
る
た
め
の
規
定
が

欠
け
て
い
た
。
改
正
後
、
施
設
・
事
業
に
つ
き
法
が
定
め
る
許
可
要
件
に
適
合
し
な
い
施
設
に
対
し
て
は
、
環
境
大
臣
が
施
設
の
使
用

論 説
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停
止
等
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。「
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
」(

四
三
条
の
三
の
六
第
一
項
四
号
）
に
適
合
し
な
い
施
設
に
対
し
て
は
、
環
境
大
臣
が
使
用
の
停
止
等
を
命
じ

る
こ
と
が
で
き
る

(

四
三
条
の
三
の
二
三)

。

日
本
の
法
制
度
に
お
い
て
、
既
存
の
施
設
に
対
し
て
新
た
な
法
令
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
通
常
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
原
子
力
施

設
に
つ
い
て
は
既
存
不
適
格
の
問
題
は
生
じ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
措
置
命
令
の
義
務
付
け
・
差
止
め
が
可
能
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
は
画
期
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
伊
方
最
判
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
規
定
が
な
く
て
も
、
判
例
法

上
は
原
子
力
施
設
に
つ
い
て
既
存
不
適
格
と
い
う
考
え
方
は
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
規
定
は
判
例
法
の
確
認
的
な
意

味
を
持
つ
と
い
え
よ
う

(

�)

。

な
お
、
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
結
果
、
事
実
上
、
廃
炉
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
は
廃
炉
を
命
ず
る
権
限

は
な
い

(

事
業
者
の
自
主
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る)

。

③

高
経
年
化
炉
対
策
の
強
化

福
島
第
一
原
発
に
お
い
て
運
転
開
始
後
四
〇
年
を
超
え
た
一
号
炉
が
水
素
爆
発
事
故
を
起
こ
し
、
事
故
の
拡
大
原
因
と
な
っ
た
。
原

子
炉
等
規
制
法
の
中
に
原
則
四
〇
年
と
す
る
規
定
を
導
入
し
た
（
四
三
条
の
三
の
三
二
第
一
項)

。
そ
の
上
で
、
一
回
に
限
り
所
定
の

期
間
内

(

二
〇
年
を
超
え
な
い
期
間)

の
延
長
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(

同
条
二
項
・
三
項)

。

④

四
三
条
の
三
の
六
規
定
ぶ
り
の
意
味

前
述
の
と
お
り
、
四
三
条
の
三
の
六
第
一
項
四
号
は
「
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
が
…
…
発
電
用
原
子
炉
に
よ

る
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
規
定
す
る
。

規
則
制
定
権
限
が
原
子
力
規
制
員
会
に
あ
り
、
規
則
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
基
準
が
法
規
命
令
と
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

原子力リスク規制の現状と課題
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そ
の
解
釈
は
裁
判
所
次
第
で
は
あ
る
が
、
独
立
し
た
機
関
が
策
定
す
る
規
則
に
直
接
的
な
裁
判
規
範
性
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

（
①
伊
方
最
判
は
審
査
基
準
に
間
接
的
で
は
あ
る
が
裁
判
規
範
性
を
認
め
て
い
る
も
の
の
）
規
則
違
反
が
明
示
的
に
違
法
と
さ
れ
う
る

こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た

(

法
規
違
反
と
さ
れ
る
の
は
規
則
違
反
の
場
合
だ
け
だ
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い)

。

な
お
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
災
害
法
の
核
心
部
分
は
「
準
備
と
緊
急
時
の
反
応
」
で
あ
る
。
準
備
も
緊
急
時
の
反
応
も
、
原
子
炉

等
規
制
法
に
よ
り
、
施
設
の
安
全
性
を
高
め
る
だ
け
で
は
実
現
で
き
な
い
。
二
〇
一
二
年
に
は
、
原
子
力
災
害
特
別
措
置
法
の
改
正
が

行
わ
れ
、
原
子
力
災
害
予
防
対
策
の
た
め
、
原
子
力
災
害
重
点
対
策
地
域
（E

m
e

rg
e

n
cy

P
lan

n
in

g
Z

o
n

e
,

E
P

Z

）
見
直
し
に
伴
い
、

原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
の
協
議
に
か
か
る
対
象
都
道
府
県
知
事
を
拡
大
し
、
原
子
力
事
業
者
に
対
す
る
防
災
訓
練
の
結
果
報
告

を
義
務
付
け
る
な
ど
、
様
々
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
検
討
し
た
い
。

ま
た
、
今
回
の
法
改
正
に
お
い
て
、
段
階
的
安
全
規
制
の
仕
組
み
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
基
本
設
計
論
の
根
拠
が
段
階

的
安
全
規
制
の
仕
組
み
に
あ
る
と
解
釈
す
る
場
合
に
は
、
基
本
設
計
の
範
囲
に
変
更
は
な
い
と
の
解
釈
も
な
り
た
ち
う
る
。
さ
ら
に
、

規
制
法
二
三
条
の
原
子
炉
設
置
許
可
申
請
や
四
三
条
の
三
の
六
の
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
申
請
に
お
い
て
、
自
治
体
の
避
難
計
画
の
策
定
を

条
件
と
し
て
許
可
を
行
う
こ
と
は
、
解
釈
論
と
し
て
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）

発
電
事
業
者
に
対
す
る
損
失
補
償
・
会
社
負
担
・
消
費
者
負
担

行
政
の
適
法
な
活
動
が
市
民
に
損
害
を
与
え
る
場
合
、
損
失
補
償
が
必
要
で
あ
る
（
財
産
権-

憲
法
二
九
条
三
項)

。
減
価
償
却
が
済

ん
で
い
な
い
原
子
炉
が
安
全
基
準
を
満
た
さ
な
い
な
ど
の
理
由
で
廃
炉
に
さ
れ
た
場
合
に
は
、
既
存
の
施
設
の
残
余
価
値
及
び
営
業
損

失
に
つ
い
て
事
業
者
に
損
失
が
生
ず
る
。
こ
の
場
合
、
ま
ず
、
損
失
補
償
の
要
否
が
問
題
と
な
る
が
、
仮
に
損
失
補
償
が
不
要
で
あ
る

(

ま
た
は
す
べ
き
で
は
な
い)

場
合
、
次
に
、
事
業
者
の
損
失
に
つ
い
て
、
会
社
負
担
・
消
費
者
負
担
の
い
ず
れ
の
形
で
処
理
す
る
か

が
問
題
と
な
る
。

論 説
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補
償
の
要
否
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
�
侵
害
行
為
の
特
殊
性
・
�
侵
害
の
強
弱
・
�
侵
害
行
為
の
目
的

(

警
察
規
制
か
否
か)

が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
通
常
�
よ
り
�
・
�
が
重
視
さ
れ
る

(

�)

。

ま
ず
、
⑥
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
事
件

(

最
判
一
九
七
八
年
二
月
一
八
日
民
集
三
七
巻
一
号
五
九
頁
、
百
選
二
五
五
事
件)

に
お
い
て
、

石
油
会
社

(
Ｘ)

が
適
法
に
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
設
置
・
維
持
管
理
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
国

(

Ｙ)

が
国
道
に
地
下
道
を
新
設
し
、

地
下
道
と
の
距
離
が
一
〇
ｍ
未
満
と
な
り
、
タ
ン
ク
を
撤
去
し
た
。
石
油
会
社
が
損
失
補
償
請
求
を
行
っ
た
。
最
高
裁
は
、
道
路
法
七

〇
条
一
項
は
危
険
を
除
去
す
る
目
的
の
規
制
で
あ
る
と
の
理
由
で(

�)

、
請
求
を
棄
却
し
た
。

ま
た
、
⑦
チ
ク
ロ
事
件

(
東
京
高
判
一
九
七
八
年
一
一
月
二
七
日
判
タ
三
八
〇
号
九
四
頁)

も
補
償
は
認
め
て
い
な
い
。
本
件
で
は
、

合
成
甘
味
料
チ
ク
ロ
が
食
品
添
加
物
と
し
て
指
定
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
発
が
ん
性
が
発
覚
し
、
指
定
が
撤
回
さ
れ
た
。
�
内
在
的
制
約

で
あ
り
、
本
来
違
法
で
あ
っ
た
も
の
が
事
実
認
定
の
誤
り
に
よ
っ
て
適
法
と
さ
れ
て
い
た
だ
け
だ
と
い
う
理
由
で
積
極
損
失

(

す
で
に

行
っ
た
設
備
投
資
）
に
つ
い
て
さ
え
補
償
を
認
め
て
い
な
い

(

�)

。

さ
ら
に
、
⑧
奈
良
県
た
め
池
条
例
事
件

(
最
大
判
一
九
六
三
年
六
月
二
六
日
刑
集
一
七
巻
五
号
五
二
一
頁)

に
お
い
て
、
県
条
例
に

よ
り
た
め
池
の
堤
塘
へ
の
農
作
物
等
の
植
栽
を
禁
止
し
、
違
反
者
に
刑
事
罰
を
科
す
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
被
告
は
堤
塘
に
農
作

物
を
植
栽
し
た
た
め
起
訴
さ
れ
た
が
、
災
害
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
財
産
の
使
用
行
為
は
�
「
財
産
権
補
償
の
埒
外
に
あ
る
」
た
め
有

罪
で
あ
る
と
し
、
傍
論
に
お
い
て
補
償
も
不
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
⑨
河
川
付
近
地
制
限
令
事
件

(

最
大
判
一
九
六
八
年
一
一
月
二
七
日
刑
集
二
二
巻
一
二
号
一
四
〇
二
頁)

の
よ
う

に
、(

傍
論
に
お
い
て)

積
極
損
失
に
つ
い
て
は
、「
特
別
の
犠
牲
」
と
し
て
（
減
価
償
却
分
を
除
き
）
補
償
す
る
余
地
が
あ
る
が
、
逸

失
利
益
に
つ
い
て
は
補
償
の
余
地
は
な
い(

�)

と
す
る
も
の
も
あ
る
。

い
ず
れ
の
判
決
・
論
理
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
補
償
の
要
否
の
判
断
は
分
か
れ
う
る
が
、
私
見
は
、
原
子
力
発
電
は
危
険
責
任
を

原子力リスク規制の現状と課題
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伴
う
も
の
で
あ
り(

�)

、
⑥
⑦
⑧
の
論
理
を
支
持
す
る

(

�)

。

規
制
を
厳
格
化
す
る
こ
と
に
よ
る
損
失
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
、
損
失
補
償
に
関
す
る
議
論
は
あ
る
が
、
事
業
者
・
消
費
者
が
負
担

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
比
較
的
少
な
い
。
背
景
に
は
、
東
京
電
力
の
経
営
基
盤
が
脆
弱
で
あ
り
、
か
つ
、
国
有
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
、
電
気
料
金
を
こ
れ
以
上
値
上
げ
し
た
場
合
に
は
産
業
も
家
計
も
立
ち
行
か
な
く
な
る
と
の
懸
念
が
あ
る
。
し
か
し
、

費
用
負
担
の
パ
タ
ー
ン
は
、
損
失
補
償
を
認
め
て
税
金
で
負
担
す
る
か
、
経
営
合
理
化
に
よ
り
電
気
事
業
者
に
負
担
さ
せ
る
か
、
料
金

値
上
げ
に
よ
り
電
力
消
費
者

(

政
府
・
企
業
・
家
計)

が
負
担
す
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
混
合
形
態
の
い
ず
れ
か
し
か
な
い
。
決

断
は
容
易
で
は
な
い
が
、
米
国
流
の
費
用
負
担
も
明
示
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

５

関
連
法
制
の
改
革
の
評
価

全
般
的
に
、
二
〇
〇
七
年
の
Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ｓ
の
勧
告
事
項
・
勧
奨
事
項
を
後
出
し
で
小
出
し
に
制
度
化
し
た
感
は
あ
る
が
、
原
子
力
法
を

環
境
法
の
体
系
に
統
合
す
る
と
い
う
方
向
性
は
妥
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
規
制
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
専
門
性
を
尊
重
し

内
閣
か
ら
独
立
さ
せ
つ
つ
、
大
気
質
・
水
質
規
制
や
廃
棄
物
処
理
な
ど
実
務
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が
要
求
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
環

境
省
に
所
管
さ
せ
る
の
が
妥
当
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
現
さ
れ
て
い
な
い
点
・
不
十
分
な
点
は
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、
行
政
訴
訟
の
対
象
の
狭
さ
と
民
事
訴

訟
の
過
重
負
担
に
鑑
み
る
と
、「
施
設
の
運
用
開
始
前
及
び
開
始
後
に
行
う
安
全
性
に
関
わ
る
全
て
の
要
因
を
踏
ま
え
た
統
合
的
安
全

審
査
を
行
う
た
め
の
追
加
的
ホ
ー
ル
ド
・
ポ
イ
ン
ト
」(

an
ad

d
itio

n
al

h
o

ld
p

o
in

t
fo

r
an

in
te

g
rate

d
re

v
ie

w
o

f
all

facto
rs

e
sse

n
tial

fo
r

safe
ty)

が
必
要
で
あ
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
損
失
補
償
の
要
否
、
否
と
判
断
す
る
場
合
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
も
、
本
格
的
な
比
較
法
的

検
討
が
必
要
で
あ
る
。

論 説
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六

結
論
と
今
後
の
課
題

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
震
災
・
津
波
に
伴
う
福
島
第
一
原
発
に
お
け
る
事
故
に
関
す
る
事
実
認
識
を
示
し

た
。
地
震
ま
た
は
津
波
に
よ
っ
て
全
電
源
を
喪
失
し
、
冷
却
機
能
喪
失
に
よ
っ
て
燃
料
が
溶
融
し
、
放
射
性
物
質
が
飛
散
し
た

(

二)

。

次
に
、
条
理
と
し
て
の
未
然
防
止
原
則
及
び
予
防
原
則
が
論
理
的
に
正
当
性
を
持
つ
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
災
害
法
的
発
想
が
不
可

欠
で
あ
る
と
述
べ
た(
三)

。
そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
六
月
改
正
前
の
原
子
力
法
の
体
系
及
び
裁
判
例
の
到
達
点
と
し
て
、
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ

ト
は
伊
方
最
判
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た(

四)

。
さ
ら
に
、
二
〇
一
二
年
六
月
の
改
革
の
到
達
点
を
基
本
法
・
組
織
法
・

作
用
法
に
分
け
て
示
し
、
原
子
力
法
制
改
革
は
Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ｓ
の
指
摘
を
小
出
し
に
制
度
化
し
、
伊
方
最
判
の
論
理
的
帰
結
を
確
認
し
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
原
子
力
法
を
環
境
法
の
体
系
に
統
合
す
る
と
い
う
方
向
性
は
妥
当
で
あ
る
が
追
加
的
ホ
ー
ル
ド
・
ポ
イ
ン
ト
＝
総
合

的
な
安
全
性
審
査
が
不
充
分
で
あ
る
点
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
評
価
し
た

(

五)

。

本
稿
で
は
、「
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
こ
と
」
が
「
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」(

四
三
条
の
三
の
六
第
一
項
四
号
）
に
変
わ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
職
権
行
使
の
独

立
性
が
高
め
ら
れ
た
こ
と
等
を
示
し
た
が
、
裁
量
統
制
の
在
り
方
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
原
子

力
災
害
特
別
措
置
法
（
避
難
）
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
災
害
法
の
「
準
備
と
緊
急
時
の
反
応
」
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
殆
ど

検
討
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
費
用
負
担
の
仕
組
み
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
の
事
例
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
今
後
の

課
題
で
あ
る
。

[

謝
辞]

当
初
、
大
阪
ガ
ス
「
規
制
と
競
争
研
究
会
」(

二
〇
一
二
年
度)

に
お
い
て
二
〇
一
二
年
一
二
月
及
び
二
〇
一
三
年
三
月
に

原子力リスク規制の現状と課題
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報
告
を
行
い
、
二
〇
一
三
年
四
月
に
台
湾
行
政
院
原
子
能
委
員
會

｢

核
能
法
制
系
列
座
談
會
系
列
二｣

に
お
い
て
再
度
報
告
を
行
い
、

加
筆
修
正
の
う
え
「
規
制
と
競
争
研
究
会
」
宛
て
報
告
書
と
し
て
提
出
し
た

(

同
年
八
月
二
一
日
脱
稿
。
い
ず
れ
も
題
名
は
「
原
子
力

規
制
の
再
構
築
に
向
け
て｣)

。
そ
の
後
、
交
告
尚
史
教
授
お
よ
び
島
村
健
教
授
よ
り
賜
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
大
幅
な
加
筆
修
正

を
加
え
た
。

ま
た
、
筆
者
の
研
究
は
、
平
成
二
四
〜
二
五
年
度
科
研
費･

基
盤
研
究
Ｂ
「
森
林
の
持
続
的
管
理
と
現
場
監
視
の
制
度
的
工
夫
―
法

の
執
行
の
観
点
よ
り
見
た
日
欧
比
較
研
究
」(

研
究
代
表：

交
告
尚
史
、
研
究
課
題
番
号：

二
四
三
三
〇
〇
三
〇)

及
び
平
成
二
五
年

度
科
研
費
・
基
盤
研
究
Ｃ
「
越
境
地
下
水
の
統
合
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
―
比
較
法
・
国
際
法
的
考
察
―
」(

研
究
代
表：

松
本
充
郎
、
研
究

課
題
番
号：

二
五
三
八
〇
一
三
三)

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
当
然
、
内
容
に
関
す
る
責
任
は
全
て
筆
者
が
負
う
が
、
こ
の
場
を
借
り

て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

(

�)

福
島
県
双
葉
町U

R
L
(

h
ttp

://w
w

w
.to

w
n
.fu

tab
a.fu

k
u

sh
im

a.jp
/o

sh
irase

/g
e

n
sh

iry
o

k
u

/p
d

f/g
e

0
2

sh
i.p

d
f,

二
〇
一
三
年
八
月
二
〇

日
閲
覧)

。

(

�)

経
済
産
業
省U

R
L
(

h
ttp

://w
w

w
.m

e
ti.g

o
.jp

/e
arth

q
u

ak
e

/n
u

cle
ar/k

in
k

y
u
.h

tm
l#

sh
iji,

二
〇
一
三
年
八
月
二
〇
日
閲
覧)

。

(

�)

原
子
力
損
害
賠
償
機
構
・
東
京
電
力
「
総
合
特
別
事
業
計
画
」
一
〇
五
頁

(

以
下
「
総
合
特
別
事
業
計
画｣

）
及
び
同
改
訂
版
二
九
頁

及
び
一
一
六
頁)

。

(

�)

鳩
山
由
紀
夫
首
相

(

当
時)

は
、
二
〇
〇
九
年
に
一
九
九
〇
年
比
で
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
二
五
％
温
室
効
果
ガ
ス
を
削
減
す
る
と
し
た
。

h
ttp

://w
w

w
.k

an
te

i.g
o
.jp

/jp
/h

ato
y

am
a/state

m
e

n
t/2

0
0

9
0

9
/e

h
at_

0
9

2
2
.h

tm
l
(

二
〇
一
三
年
四
月
一
七
日
閲
覧)

。
こ
の
政
策
は
「
原
子

力
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
を
含
ん
で
い
た
が
、
多
く
の
環
境
法
学
者
は
気
候
変
動
対
策
が
前
進
す
る
な
ら
、
原
子
力
発
電
の
割
合
が
上
が
る
こ
と

は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
た
。

(

�)

渕
上
正
朗
・
笠
原
直
人
・
畑
村
洋
太
郎
『
福
島
原
発
で
何
が
起
こ
っ
た
か
』(
日
刊
工
業
新
聞
社
、
二
〇
一
三
年)

三
〇
〜
三
四
頁
及

び
三
六
〜
一
二
〇
頁
。
福
島
第
一
の
事
故
は
国
際
原
子
力
・
放
射
線
事
象
評
価
尺
度

(
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ)

に
よ
り
四
月
一
二
日
に
レ
ベ
ル
七
と
さ

論 説



(阪大法学) 63 (5 95) 1491 [2014.1]

れ
た
。

(

�)

福
島
第
一
が
建
設
さ
れ
た
丘
陵
地
は
も
と
も
と
三
〇
Ｍ
の
高
さ
に
あ
っ
た
が
、
強
固
な
岩
盤
の
上
に
作
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
岩
盤
を

削
っ
て
一
〇
Ｍ
の
高
さ
に
一
〜
四
号
機
を
建
設
し
た

(

津
波
を
想
定
し
な
か
っ
た)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
通
に
つ
い
て
は
二
・
六
Ｍ
の
天

端
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
殆
ど
被
害
が
な
か
っ
た
。
女
川
は
、
想
定
さ
れ
て
い
た
九
・
一
Ｍ
を
超
え
る
一
三
Ｍ
の
津
波
が
襲
来
し
た
が
、

一
三
・
八
Ｍ

(

地
震
に
よ
る
沈
降
後)

の
位
置
に
建
設
さ
れ
て
い
た
た
め
、
重
大
な
被
害
は
発
生
し
な
か
っ
た
。
福
島
第
二
は
敷
地
の
高
さ

が
一
二
Ｍ
あ
り
、
高
さ
七
Ｍ
・
這
い
上
が
り
高
一
四
Ｍ
で
敷
地
は
一
部
浸
水
し
た
が
、
法
面
を
越
水
し
な
か
っ
た
た
め
、
レ
ベ
ル
三
に
と
ど

ま
っ
た
。
東
海
第
二
に
も
這
い
上
が
り
高
六
・
三
Ｍ
程
度
の
津
波
が
襲
来
し
た
が
、
主
要
建
屋
に
到
達
せ
ず
重
大
な
被
害
を
免
れ
た
。
渕
上

前
掲
註(

�)

二
〇
頁
。

(

�)

東
電
事
故
調
・
政
府
事
故
調
・
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
宛
て
報
告
書
・
東
京
電
力
福
島
原
子
量
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
『
国
会
事
故
調
報
告
書
』

(

以
下
『
国
会
事
故
調
査
報
告
書』)

。
(

�)
『

国
会
事
故
調
査
報
告
書
』
二
一
三
〜
二
一
五
頁
。
渕
上
前
掲
註(

�)

四
八
〜
四
九
頁
は
、
津
波
は
三
分
あ
れ
ば
現
場
に
到
達
で
き
、

当
事
者
の
記
憶
に
曖
昧
さ
が
残
る
の
は
当
然
だ
と
の
理
由
で
国
会
事
故
調
の
見
解
に
懐
疑
的
で
あ
る
。

(

�)

前
掲
註(

�)

で
述
べ
た
。

(

�)

寺
林
裕
介
「
原
子
力
安
全
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
取
組
と
日
本
の
原
子
力
協
力
〜
福
島
第
一
原
発
事
故
後
の
一
年
間
の
動
向
〜
」
立
法
と

調
査
二
〇
一
二
・
三
№
三
二
六
・
七
七
頁
。
ま
た
、
福
島
第
一
原
発
の
地
下
を
流
れ
る
汚
染
水
が
海
に
流
出
し
て
い
る
こ
と
が
参
議
院
選

挙
後
の
二
〇
一
三
年
七
月
二
二
日
に
公
表
さ
れ
た
。

(

�)

ロ
バ
ー
ト
・
ゲ
ラ
ー
『
日
本
人
は
知
ら
な
い
「
地
震
予
知
」
の
正
体
』(

双
葉
社
、
二
〇
一
一
年)

四
九
〜
六
〇
頁
。

(

	)

指
針
は
三
〇
分
以
上
の
電
源
喪
失
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
。
渕
上
前
掲
註(

�)

・
一
二
二
〜
一
二
八
頁
。

(


)

畑
村
洋
太
郎
・
安
部
誠
治
・
渕
上
正
朗
『
福
島
原
発
事
故
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
か
』(

講
談
社
、
二
〇
一
三
年
）
一
五
頁
及
び
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
庁
【
第
二
一
三－

二－

一
】
我
が
国
の
原
子
力
発
電
所

(

二
〇
〇
六
年
三
月)

h
ttp

://w
w

w
.e

n
e

ch
o
.m

e
ti.g

o
.jp

/to
p

ics/h
ak

u
sh

o
/

2
0

0
6

E
n

e
rg

y
H

T
M

L
/h

tm
l/i2

1
3

0
0

0
0
.h

tm
l

。

(

�)

な
お
、
現
実
の
生
起
確
率
は
、
津
波
に
つ
い
て
一
／
一
〇
〇
・
地
震
に
つ
い
て
一
／
一
〇
〇
〇
を
含
む
幅
を
持
っ
た
数
値
で
あ
る
。
佐

藤
一
男
『
原
子
力
安
全
の
論
理
』(

日
刊
工
業
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
五
四
〜
二
五
六
頁
。
事
故
前
に
は
「
一
基
あ
た
り
の
炉
心
損
傷

原子力リスク規制の現状と課題
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頻
度

(

Ｃ
Ｄ
Ｆ)

は
年
あ
た
り
一
万
分
の
一
程
度
以
下
、
一
基
あ
た
り
の
格
納
容
器
機
能
喪
失
頻
度

(

Ｃ
Ｆ
Ｆ)

は
年
あ
た
り
一
〇
万
分
の

１
程
度
以
下
と
し
、
両
方
が
同
時
に
満
足
さ
れ
る
こ
と
」
が
性
能
目
標
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
原
子
力
安
全
員
会
安
全
目
標
専
門
部
会
『
発

電
用
軽
水
型
原
子
炉
施
設
の
性
能
目
標
に
つ
い
て
―
安
全
目
標
案
に
対
応
す
る
性
能
目
標
に
つ
い
て
』(

二
〇
〇
六
年)

五
頁
。

(
�)
総
合
特
別
事
業
計
画
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
機
構
が
政
府
か
ら
二
〇
一
一
年
度
予
算
に
お
い
て
計
上
さ
れ
た
う
ち
五
兆
円
の
国
債
の
交

付
を
受
け
、
二
〇
一
二
年
度
の
予
算
に
お
い
て
四
兆
円
の
政
府
保
証
枠
が
計
上
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
損
害
賠
償

[

及
び
除

染
費
用])
。
内
訳
と
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
既
に
損
害
賠
償
と
し
て
約
五
兆
円
の
請
求
が
あ
る
ほ
か
、
産
業
総
合
研
究
所
は
除
染

費
用
と
し
て
最
大
五
兆
円
規
模
に
上
る
と
の
試
算
を
公
表
し
て
い
る
。h

ttp
://w

w
w

.aist.g
o
.jp

/aist_
j/n

e
w

_
re

se
arch

/n
r2

0
1

3
0

6
0

4
/n

r2
0

1
3

0
6

0
4
.h

tm
l

。
損
害
賠
償
を
電
力
会
社
が
す
べ
て
負
担
す
る
と
電
気
料
金
は
約
七
円
上
が
り
、
約
一
二
〜
一
三
kw/h
に
な
る
と
予
測
す
る
も
の

も
あ
る
。
畑
村
前
掲
註(
�)

一
九
七
頁
。

(

�)

復
興
庁U

R
L
(

h
ttp

://w
w

w
.re

co
n

stru
ctio

n
.g

o
.jp

/to
p

ics/2
0

1
3

0
5

1
0

_
k

an
re

n
sh

i.p
d

f

、
二
〇
一
三
年
八
月
二
〇
日
閲
覧)

。
畑
村
前

掲(

�)

一
〇
〜
一
二
頁
。

(

�)
『

国
会
事
故
調
査
報
告
書
』
三
五
七
〜
三
六
五
頁
。

(

�)

畑
村
前
掲
註(

�)

一
六
六
頁

(

中
川
恵
一
『
放
射
線
医
が
語
る
被
ば
く
と
発
が
ん
の
真
実
』
ベ
ス
ト
新
書･

二
〇
一
二
年)

。

(

�)
『

国
会
事
故
調
査
報
告
書
』
四
三
〇
〜
四
三
八
頁

(

四
三
二
〜
四
三
三
頁)

。
松
本
和
彦
「
原
発
事
故
と
憲
法
上
の
権
利
」
斎
藤
浩
編

『
原
発
の
安
全
と
行
政
・
司
法
・
学
会
の
責
任
』(
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
三
年)

一
二
八
〜
一
三
〇
頁
。

(

�)

ゲ
ラ
ー
前
掲
註(

	)

一
一
二
〜
一
一
五
頁
。

(


)

期
待
損
失
は
次
の
よ
う
に
計
算
で
き
る
。
期
待
損
失
＝
予
見
さ
れ
る
損
失[

額]

×
生
起
確
率
×
施
設
の
数
。

(

�)
S

ee
C

o
m

m
issio

n
o

f
th

e
E

u
ro

p
e

an
C

o
m

m
u

n
itie

s,
C

om
m

u
n

ica
tion

from
th

e
C

om
m

ission
on

th
e

P
reca

u
tion

a
ry

P
rin

cip
le

(
0

2
.0

2
.2

0
0

0
,

C
O

M
(

2
0

0
0)

1)
,

p
ara

5
.1

an
d

5
.2

.
P

ara
6
.3

.1
は
、
予
見
さ
れ
る
侵
害
の
大
き
さ
や
生
起
確
率
に
不
確
実
性
が
残
る
場
合

に
は
、
科
学
的
な
証
拠
を
収
集
し
て
可
能
な
限
り
不
確
実
性
の
幅
を
絞
り
、
侵
害
の
大
き
さ
と
緩
和
手
段
に
よ
る
制
約
の
比
例
性
を
要
求
す

る
が
、
不
確
実
性
の
幅
を
絞
れ
な
い
場
合
に
は
、
比
例
性
は
論
理
的
な
制
約
と
し
て
機
能
し
な
い
。
大
塚
直
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
予
防
的

措
置
を
取
る
か
否
か
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
方
向
付
け
を
行
う
点
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
大
塚
直
「
リ
ス
ク
社
会
と
環
境
法

―
環
境
法
に
お
け
る
予
防
原
則
に
つ
い
て
―
」
日
本
法
哲
学
会
編
『
リ
ス
ク
社
会
と
法
』(

有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年)

五
九
〜
六
〇
頁
。

論 説



(阪大法学) 63 (5 97) 1493 [2014.1]

(

�)

松
本
充
郎
「
リ
ス
ク
社
会
と
環
境
法
に
お
け
る
予
防
原
則
―
大
塚
報
告
へ
の
コ
メ
ン
ト
―
」
日
本
法
哲
学
会
編
『
リ
ス
ク
社
会
と
法
』

(

有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年)

七
二
〜
七
七
頁
。

(
�)

S
ee

D
an

ie
l

F
arb

e
r,

R
o

b
e

rt
G

.
B

e
a,

K
arle

n
e

R
o

b
e

rts,
E

d
w

ard
W

e
n

k
,

an
d

K
o

fi
In

k
ab

i,
R

ein
ven

tin
g

F
lood

C
on

trol,
8

1
T

u
l.

L
.

R
e

v
.

1
0

8
5
(

2
0

0
6
�

2
0

0
7)

.

(

�)
大
塚
直
『
環
境
法
』(

有
斐
閣
、
第
三
版
、
二
〇
一
〇
年)

二
三
四
〜
二
三
五
頁
。

(

�)

伊
方
最
判
は
、
原
子
力
基
本
法
に
い
う
「
平
和
の
目
的
」
が
商
業
用
原
発
の
発
電
お
よ
び
廃
棄
物
か
ら
生
じ
る
危
険
を
許
容
し
て
い
る

な
ら
、
基
本
法
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
た
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
は
憲
法
一
三
条

(

人
格
権
侵
害)

・
一
四
条

(

周
辺
住
民
と
そ
う
で
な

い
国
民
の
不
平
等)
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
退
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
災
害
対
策
基
本
法
六
八
条
の
二
は
、
市
町
村

長
か
ら
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
自
衛
隊
の
派
遣
の
要
請
を
求
め
る
権
限
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
行
政
主
体
同
士
の
関
係
と
は
い
え
、
具
体

的
な
事
実
作
用
を
促
す
規
定
で
あ
る
が
、
例
外
と
い
え
よ
う
。

(

�)

例
え
ば
、
予
防
原
則
の
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
証
明
責
任
の
転
換
に
つ
い
て
、
伊
方
最
判
や
志
賀
一
審
な
ど
、
論
理
的
に
親

和
的
な
判
決
が
あ
る

(

後
述)

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
も
、(

当
時
は
環
境
基
本
法
一
三
条
が
存
在
し
た
た
め
当
然
で
は
あ
る
が)

証

明
責
任
の
転
換
と
環
境
基
本
法
・
予
防
原
則
を
明
示
的
に
関
連
付
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(

�)
｢

環
境
法
家
族
の
思
想
」
と
呼
ば
れ
る
。
交
告
尚
史
「
国
内
環
境
法
研
究
者
の
視
点
か
ら
」
環
境
法
政
策
学
会
編
『
生
物
多
様
性
の
保

護
』(

商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
四
六
〜
四
八
頁
。

(

	)

高
橋
滋
「
原
子
力
規
制
法
制
の
現
状
と
課
題
」
高
橋
滋
・
大
塚
直
編
『
震
災
・
原
発
事
故
と
環
境
法
』(

民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
三

年
）
一
八
〜
二
四
頁(

以
下
、
高
橋
・
原
子
力
規
制
法
制)
。

(


)

佐
藤
前
掲
註(

�)

五
一
〜
五
三
頁
。
交
告
尚
史
「
原
発
訴
訟
と
要
件
事
実
」
伊
藤
滋
夫
編
『
環
境
法
の
要
件
事
実
』(

日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
九
年)

一
三
〇
頁
。

(

�)
S

ee
IA

E
A

,
S

a
fety

of
N

u
clea

r
P

ow
er

P
la

n
ts

:
D

esign
S

p
ecific

S
a

fety
R

equ
irem

en
ts,

S
e

rie
s

N
o

S
S

R
-2

/1
,

at
7
�

8
(

2
0

1
2)

.

畑
村

前
掲
註(

)

八
四
〜
八
七
頁
。

(

�)
S

ee
h

ttp
://w

w
w

.m
e

ti.g
o
.jp

/co
m

m
itte

e
/m

ate
rials2

/d
o

w
n

lo
ad

file
s/g

9
0

7
1

0
a0

5
j.p

d
f.

(

�)

高
橋
滋
『
先
端
技
術
の
行
政
法
理
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年)

八
二
頁

(
以
下
、
高
橋
・
先
端
技
術)

。
後
掲
四
３
を
参
照
。

原子力リスク規制の現状と課題
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(

�)
S

ee
IA

E
A

,
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R
eview

S
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(
IR

R
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R
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G
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t
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a
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(

2
0

0
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,
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�

2
2

(
IR

R
S

to
Jap

an)
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h
ttp

://w
w

w
.n
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iv

e
/n

isa/g
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n
sh
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k
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p
o

rt.p
d

f)
.

(
�)

原
子
力
安
全
委
員
会
『
原
子
力
安
全
員
会
指
針
集

(

改
訂
十
三
版)

』(

大
成
出
版
社
、
二
〇
一
一
年)

一
三
一
七
〜
一
三
一
八
頁
。
畑

村
前
掲
八
七
〜
九
〇
頁
。

(

�)
佐
藤
前
掲
註(

�)

一
三
八
〜
一
四
六
頁
。
燃
料
を
満
載
し
た
ジ
ャ
ン
ボ
機
が
民
家
に
墜
落
す
る
な
ど
他
に
も
っ
と
考
え
る
べ
き
こ
と
が

あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
テ
ロ
行
為
に
つ
い
て
十
分
な
対
応
が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ケ
ヴ
ィ
ン
・
メ
ア

『
決
断
で
き
な
い
日
本
』(

文
春
新
書
、
二
〇
一
一
年)

。

(

�)

原
子
力
安
全
委
員
会
『
原
子
力
安
全
員
会
指
針
集
』(

大
成
出
版
社
、
改
訂
一
三
版
、
二
〇
一
一
年)

三
一
頁
。
畑
村
前
掲
九
二
〜
九

五
頁
。

(

�)
『

国
会
事
故
調
報
告
書
』
二
八
五
〜
二
九
七
頁
。

(

	)

阿
部
泰
隆
『
行
政
法
解
釈
学
Ⅱ
』(

有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年)

八
〇
頁
。
高
木
光
『
行
政
訴
訟
論
』(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
二
八
五

頁
以
下
。
藤
原
静
雄
「
も
ん
じ
ゅ
事
件
上
告
審
判
決
」『

環
境
法
百
選
』(

有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
一
年)

二
〇
九
頁
。

(


)

大
塚
直
『
環
境
法
』(

有
斐
閣
、
第
三
版
、
二
〇
一
〇
年
）
六
八
五
〜
六
八
八
頁
（
第
三
類
型
で
あ
る
汚
染
物
質
の
到
達
経
路
の
一
部

に
関
す
る
被
告
の
証
明
責
任
は
、
三
・
一
一
以
前
の
原
発
訴
訟
で
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い)

。

(

�)

前
者
の
例
と
し
て
高
橋
利
文
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
解
説
民
事
編
平
成
四
年
度
』
三
九
九
頁
以
下
、
後
者
の
例
と
し
て
司

法
研
修
所
『
行
政
事
件
訴
訟
の
一
般
的
問
題
に
関
す
る
実
務
的
研
究
』(

法
曹
会
、
改
訂
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
八
一
頁
が
あ
る
。

(

�)

高
橋
利
文
前
掲
註(

�)

「
判
解
」
二
九
四
〜
三
〇
〇
頁
。

(

)

塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
』(

有
斐
閣
、
第
五
版
補
訂
版
、
二
〇
一
三
年
）
一
二
五
〜
一
三
一
頁
。
交
告
尚
史
「
伊
方
の
定
式
の
射
程
」『

変

動
す
る
日
本
社
会
と
法
』(

有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
四
八
〜
二
四
九
頁
。

(

�)

交
告
前
掲
註(

)

二
四
九
〜
二
五
二
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
四
２(
�)

に
お
い
て
論
ず
る
。

(

�)

塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅱ
』(

有
斐
閣
、
第
五
版
補
訂
版
、
二
〇
一
三
年
）
二
〇
〇
〜
二
〇
二
頁
。
阿
部
泰
隆
ほ
か
「
座
談
会

伊
方
・
福

島
第
二
原
発
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
一
〇
一
七
号
一
九
頁

[
小
早
川
発
言]

（
一
九
九
三
年
）(

以
下
「
座
談
会｣)

。

(

�)

一
般
論
に
つ
い
て
は
、
北
村
和
生
「
行
政
訴
訟
に
お
け
る
行
政
の
説
明
責
任
」
礒
部
力
＝
小
早
川
光
郎
＝
芝
池
義
一
編

『

行
政
法
の
新

論 説
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構
想
Ⅲ』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年)

八
八
頁
及
び
九
五
頁
を
参
照
。
本
件
固
有
の
事
情
に
つ
き
、
交
告
前
掲
註(

�)

二
五
四
〜
二
五
五
頁
。

な
お
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
女
川
原
発
訴
訟
・
志
賀
原
発
訴
訟
控
訴
審
判
決

(

後
掲
④－

２)

も
①
伊
方
最
判
の
よ
う
な
訴
訟
手
続
を
踏

む
が
、
志
賀
原
発
訴
訟
一
審
判
決(

後
掲
④－

１)

の
よ
う
に
原
告
側
か
ら
具
体
的
危
険
性
の
主
張
を
行
わ
せ
、
そ
れ
に
対
す
る
被
告
の
反

証
を
求
め
る
も
の
も
あ
る
。

(

�)
交
告
前
掲
註(

�)

二
五
一
〜
二
五
二
頁
。

(

�)
｢

座
談
会
」
一
九
頁

[

小
早
川
発
言]

。

(

�)

阿
部
泰
隆
『
国
土
開
発
と
環
境
保
全
』(

日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
）
三
三
二
〜
三
四
一
頁
。

(

�)

小
林
傳
司

『
ト
ラ
ン
ス
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
時
代』
(

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
一
二
〇
〜
一
四
一
頁
。
交
告
尚
史
「
判
批
」
淡
路

剛
久
他
編

『

環
境
法
判
例
百
選』

(

有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
一
年
）
二
〇
六
〜
二
〇
七
頁
（
例
え
ば
判
時
八
九
一
号
一
八
二
頁

[

伊
方

一
審])

。
な
お
、｢

原
子
力
安
全
学
」
は
現
存
す
る
学
問
で
は
な
い
が
、
本
件
判
批
は
諸
学
を
統
合
し
て
そ
の
よ
う
な
学
問
を
構
築
す
べ
き

だ
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る)
。

(

�)

交
告
尚
史
「
大
規
模
施
設
と
司
法
審
査
」『

公
法
研
究
』
第
五
三
号
一
九
八
〜
一
九
九
頁
。

(

�)

例
え
ば
、
高
木
前
掲
註(

	)

二
一
〇
〜
二
一
一
頁
。

(


)

交
告
前
掲
註
（
�)

二
〇
六
〜
二
〇
七
頁
（
例
え
ば
判
例
時
報
八
九
一
号
一
八
二
頁

[

伊
方
一
審])

。
高
橋
・
先
端
技
術
一
〇
一
頁

(

註(

�))

。

(

�)

藤
原
静
雄
「
判
批
」
淡
路
編
前
掲
註(

�)

二
〇
八
〜
二
〇
九
頁
。

(

)

中
川
丈
久
「
判
批
」
淡
路
編
前
掲
註(

�)

二
一
〇
〜
二
一
一
頁
。
交
告
尚
史
「
判
批
」『

平
成
十
五
年
度
重
要
判
例
解
説
』(

有
斐
閣
、

二
〇
〇
四
年
、）
四
一
頁
。

(

�)
｢

ウ
ェ
ス
テ
ー
ジ
型
破
損
」
と
は
、
伝
熱
管
か
ら
漏
え
い
し
た
水
又
は
蒸
気
と
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
の
反
応
に
よ
っ
て
生
じ
た
水
酸
化
ナ
ト

リ
ウ
ム
の
噴
出
流
に
よ
る
損
耗
作
用
と
そ
の
化
学
的
腐
食
作
用
と
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
、
隣
接
伝
熱
管
が
破
損
す
る
こ
と
を
い
う
。「
高

温
ラ
プ
チ
ャ
型
破
損
」
と
は
、
伝
熱
管
か
ら
漏
え
い
し
た
水
又
は
蒸
気
と
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
の
反
応
に
よ
っ
て
生
ず
る
高
温
の
熱
反
応
の
た
め

強
度
が
低
下
し
た
隣
接
伝
熱
管
が
内
部
圧
力
に
よ
っ
て
破
損
す
る
こ
と
を
い
う
。
判
タ
一
一
九
一
号
一
七
八
頁
を
参
照
。

(

�)

佐
藤
前
掲
註(

�)

五
四
〜
五
六
頁
。

原子力リスク規制の現状と課題
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(

�)

中
川
前
掲
註(

�)

二
一
一
頁
。

(

�)

山
下
竜
一
「
判
批
」『

平
成
十
七
年
度
重
要
判
例
解
説
』(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
四
一
〜
四
二
頁
及
び
赤
間
聡
「
行
政
の
判
断
過
程

に
お
け
る
過
誤
欠
落
に
関
す
る
一
考
察
」
高
知
論
叢
一
〇
八
号
七
四
〜
七
五
頁

(

二
〇
一
三
年)

を
参
照
。

(
�)
交
告
尚
史
「
東
北
電
力
女
川
原
発
訴
訟
判
決
の
論
点-

仙
台
地
判
平
成
六
年
一
月
三
一
日
」
ジ
ュ
リ
一
〇
四
九
号
三
九
〜
四
三
頁
。

(

�)
志
賀
原
発
訴
訟
の
地
裁
判
決
・
高
裁
判
決
の
比
較
に
つ
き
、
海
渡
雄
一
『
原
発
訴
訟
』(

岩
波
新
書
、
二
〇
一
一
年)

五
一
〜
五
六
頁
。

地
裁
判
決
の
評
釈
と
し
て
野
村
摂
雄
「
判
批
」
環
境
法
研
究
三
二
号
八
〇
〜
八
六
頁
が
あ
る
。

(

�)
h

ttp
://w

w
w

.ik
ata-to

m
e

ru
.jp

/w
p
-co

n
te

n
t/u

p
lo

ad
s/2

0
1

2
/0

1
/1

2
0

8
so

jy
o

u
1
.p

d
f
(

伊
方
原
発
を
止
め
る
会U

R
L

・
二
〇
一
三
年
一

〇
月
一
一
日
閲
覧)
。

(

�)

例
え
ば
、
大
阪
地
決
二
〇
一
三

[

平
成
二
五]

年
四
月
一
六
日
判
時
二
一
九
三
号
四
四
頁
。

(

	)

前
者
に
つ
い
て
は

『
国
会
事
故
調
報
告
書』

六
四
〜
六
五
頁
・
後
者
に
つ
い
て
は
渕
上
前
掲
註(


)

四
二
〜
四
三
頁
を
参
照
。

(

�)

こ
の
点
、
米
国
のV

e
rm

o
n

t
Y

an
k

e
e

事
件
は
建
設
許
可
と
運
転
許
可
の
両
方
を
対
象
と
す
る
が
、
紛
争
の
成
熟
性
は
問
題
と
さ
れ
て

お
り
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
問
題
に
つ
い
て
は
審
査
対
象
外
で
あ
る
。V

e
rm

o
n

t
Y

an
k

e
e

N
u

cle
ar

P
o

w
e

r
C

o
rp

.
v
.

N
atu

ral

R
e

so
u

rce
s

D
e

fe
n

se
C

o
u

n
cil,

In
c.,

4
3

5
U

.S
.

5
1

9
,

9
8

S
.

C
t.

1
1

9
7
,

5
5

L
.

E
d
.

2
d

4
6

0
,

1
1

E
R

C
1

4
3

9
(

1
9

7
8)

.

(

�)

高
橋
・
先
端
技
術
九
六
〜
一
〇
〇
頁
。

(

)

時
事
通
信
社
二
〇
一
三
年
三
月
六
日
一
七
時
二
八
分

(
h

ttp
://w

w
w

.jiji.co
m

/jc/zc?k
=

2
0

1
3

0
3

/2
0

1
3

0
3

0
6

0
0

7
7

1
&

g
=

so
c)

。

(

�)

塩
野
前
掲
註(

�)

一
七
四
頁
。

(

�)

芝
池
義
一
『
行
政
法
総
論
講
義
』(

有
斐
閣
、
第
四
版
補
訂
版
、
二
〇
〇
六
年
）
一
七
九
〜
一
八
〇
頁
。

(

�)

川
合
敏
樹
「
原
子
力
発
電
所
の
安
全
規
制
の
在
り
方
に
関
す
る
ノ
ー
ト
―
既
存
の
原
子
力
発
電
所
に
対
す
る
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
お
よ
び

バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
現
状
と
課
題
―
」
国
学
院
法
学
四
七
巻
三
号
一
四
〇
〜
一
四
二
頁

(

二
〇
〇
九
年)

も
伊
方
最
判
を
本
稿
同
様
に
理
解

し
、
同
じ
結
論
に
達
し
て
い
る
。

(

�)

五
２
か
ら
五
４
ま
で
は
、
高
橋
・
原
子
力
規
制
法
制
二
〜
三
五
頁
及
び
大
塚
直
「
放
射
性
物
質
を
含
ん
だ
廃
棄
物
・
土
壌
問
題
」
高
橋
・

大
塚
前
掲(

�)

一
一
二
〜
一
三
四
頁

(

大
塚
・
放
射
性
物
質)

を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
。
(

�)

高
橋
・
原
子
力
規
制
法
制
一
四
頁
。

論 説
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(

�)

大
塚
・
放
射
性
物
質
一
一
三
〜
一
一
五
頁
。

(

�)

金
子
和
裕
「
独
立
行
政
委
員
会
に
よ
る
原
子
力
安
全
規
制
行
政
の
再
構
築
―
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
案
の
成
立
と
国
会
論
議
―
」

立
法
と
調
査
№
三
三
二
、
三
五
頁
以
下
。

(
�)
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
』(

有
斐
閣
、
第
四
版
、
二
〇
一
二
年)

七
二
〜
七
八
頁
。

(

�)
S

ee
IR

R
S
,

at
2

2
.

(

�)

高
橋
・
原
子
力
規
制
法
制
三
〇
頁
は
、
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
制
度
が
欠
け
て
い
た
と
主
張
す
る
が
、
私
見
は
異
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

川
合
前
掲
註(
�)
一
三
七
〜
一
三
八
頁
は
、
行
政
指
導
的
な
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
は
柔
軟
性
が
あ
る
反
面
で
新
基
準
の
適
用
が
不
ぞ
ろ
い
に
な

る
点
に
問
題
が
あ
り
、
明
文
の
根
拠
が
な
い
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
場
合
に
は
規
制
権
限
行
使
に
よ
る
撤
回
が
現
実
に
行
わ
れ
な
い
可
能
性
を

指
摘
す
る
。
な
お
、
撤
回
の
際
に
通
知
が
必
要
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
行
政
手
続
に
つ
い
て
は
、
前
掲
五
１
（
�
）
を
参
照
。

(

	)

宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅱ

(

第
三
版)

』
四
七
二
頁
以
下
。
松
本
和
彦
前
掲
註(


)

一
三
二
頁
も
、
既
得
財
産
権
の
性
質(

�)

・
内

容
変
更
の
程
度(

�)

・
保
護
公
益
の
性
質(

)

の
三
点
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

若
干
文
脈
は
異
な
る
が
、
島
村
健
も
、
警
察
目
的
の
予
防
的
介
入
の
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
内
在
的
制
約
ま
た
は
報
償
責
任
と
い
う
責

任
の
基
礎
が
あ
る
場
合
に
は
、
損
失
補
償
は
不
要
と
す
る
。
島
村
健
「
予
防
的
介
入
と
補
償
」
石
田
眞
・
大
塚
直
編
『
労
働
と
環
境
』(

日

本
評
論
社
・
二
〇
〇
八
年
）
二
一
五
〜
二
三
九
頁
。

(

�)

松
本
和
彦
前
掲
註(


)

・
一
三
二
〜
一
三
五
頁
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
改
正
の
許
可
期
間
の
制
限
・
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト(

五
４
（
�
）

②
③)

は
合
憲
だ
が
、
補
償
論
議
は
避
け
ら
れ
な
い
と
す
る
。

(

�)
S

ee
IR

R
S
,

at
2

1
�

2
3
.

原子力リスク規制の現状と課題


